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Ⅲ-3 臨床試験部会からの報告 


臨床試験部会事務局 
国立がん研究センター多施設臨床試験支援センター 


福田治彦 


1. 会議報告 
・ 第 2 回：2011 年 10 月 25 日に開催（7 月 20 日から台風のため延期）、以下を討議。 


1. 拠点病院の指定要件に研究者主導試験を支援する CRC 配置を盛り込むべきかどうか？ 
 指定要件で「必須」とすることは対応困難な県もあり避けるべき。 
 「望ましい」との記載があれば県に予算要求しやすい。 
 「何人以上が望ましい、常勤/正規職員が望ましい」という記載でどうか。 
 現状を把握するための調査が必要。 
 CRC の教育体制の全国レベルでの整備が必要。臨床試験部会として取り組むか？ 


2. 早期開発拠点、後期開発拠点について 
 都道府県を跨いで構築されているネットワークも既にあり、早期開発拠点ネットワー


クを都道府県単位で構成するのは困難では？ 
 開発拠点を早期・後期のように複数の層に分ける必要はないのでは？1 層とした方がわ


かりやすい。 
 都道府県拠点の中から選定して予算を配分するという考えは「均てん化」に反するの


では？ 
 一律配分という考えはおかしい。全施設配分を目指したとしても実績に応じた配分額


の傾斜が妥当。 


2. アンケート調査 
・ 上記下線部を受けてアンケート調査を 6 月に実施。用紙は別添資料 1、集計結果は別添資料 2。 
・ CRC 数や常勤割合は病院によるバラツキが大きい。 
・ 治験を担当する CRC に比して、研究者主導試験を担当する CRC は少ない or 居ない。 
・ 未回答施設からの回答を待って事務局で本解析を行い、結果を臨床試験部会で検討する予定。 


3. 「がん臨床試験基盤整備事業」 
・ 臨床試験部会での議論を経て国立がん研究センターからがん対策推進室（4 月よりがん対策・健


康増進課）に提案していた 2 事業、「拠点病院研究者主導臨床試験基盤整備事業」、「がん共同研


究グループ整備事業」のうち、後者が「がん臨床試験基盤整備事業」として発足、5 月 14 日付


で公募がなされた。5 月 28 日応募締め切り。 
・ 7 月 10 日に 5 つのグループ（JCOG（NPO-CORE）、WJOG、JALSG、JPLSG、J-CRSU）に


採択通知があった。 
・ 施設 CRC 雇用支援の「拠点病院研究者主導臨床試験基盤整備事業」についても引き続きがん対


策・健康増進課に働きかける。「がん診療連携拠点病院のあり方検討会」で検討いただく予定。 
 
以上 







CRC に関するアンケート 


施設名［                         ］ 


Q1  現在、貴施設で雇用されている CRC の人数と常勤/非常勤の内訳をお教えください 


CRC       人   （治験・研究者主導試験問わず全体の人数） 


このうち、 常勤       人 ／ 非常勤       人 ／ その他（派遣など）      人 


 


Q2  試験の種類別の担当 CRC の内訳をお教えください 


 担当CRCの人数
1） 担当CRCのFTE2） 


治験（企業が依頼者） 
がん領域       人       FTE 


がん領域以外       人       FTE 


医師主導治験3） 
がん領域       人       FTE 


がん領域以外       人       FTE 


研究者主導臨床試験 
がん領域       人       FTE 


がん領域以外       人       FTE 
1） 複数の種類の試験に携わっている場合、両方にカウントしてください。 
2） FTE（full-time equivalent）：40 時間/週の勤務を 1 FTE（=1 人）とご換算ください。 


1 人が治験と研究者主導臨床試験の両方を同程度に担当している場合、それぞれ 0.5FTE と数えてください。 
3） 独立してカウントするのが困難な場合、ゼロで結構です。チーム編成上、治験、研究者主導臨床試験のいず


れか近い方にカウントしてください。 
 


Q3  1 人の専従 CRC が対応可能と考える研究者主導臨床試験の数をお教えください  


1 人の専従CRCで       試験 は対応可能 


 


Q4  CRC を配置する場合に妥当と考える人数をお教えください  


CRC       人 が妥当 


 


Q5  ご意見、ご要望などがありましたらご記入ください 


 
 
 
 
 
 
 
 


ご協力ありがとうございました。 


別添資料 1 
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都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会臨床試験部会 


「CRC に関するアンケート」集計結果（暫定版） 


2012 年 7 月 18 日 
国立がん研究センター多施設臨床試験支援センター 


臨床試験部会事務局 福田治彦 
 


7 月 17 日現在、臨床試験部会不参加の 1 施設を除く都道府県拠点病院（国がん中央・東を含む）の 52
病院中 47 病院からご回答をいただきました。問い合わせ確認が必要なデータが若干ありますが、7 月 23
日に開催される都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会用に、今日までに解析できた結果を暫定版と


してご報告いたします。 
 


1. 雇用形態別の CRC 数（人） 


 


・ CRC 数は 1 人～27 人とバラツキが大きく、雇用形態の内訳も施設により大きく異なる。 


 
・ 病院の種類別では、県立病院がご苦労されていることが伺える。がんセンターでは、全体数も多く


平均： 8.96人 


中央値：7人 


最頻値：7人 


最小-最大：1 – 27人 


大学病院 


県立病院 


がんセンター 


中央値：9人（4-27） 


中央値：7人（2-18） 


中央値：4人（1-7） 


別添資料 2 
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常勤CRCも多い施設と、全体数が少なく常勤CRCも少ない施設に 2極化しているように見える。


大学病院はほとんどが常勤 CRC を有しており施設間差は小さい印象がある。 


 
・ 全員が常勤の施設が 14 施設ある一方で常勤がゼロの施設も 6 施設あった。 


 
2. 治験担当と研究者主導試験担当（がん領域） 
 


 
・ 治験を担当する CRC が居ない施設はなかったが、研究者主導試験を担当する CRC が居ない施設は


21 施設（46%）あり、居る施設でもほとんどが 5 人未満だった。 
 


 
・FTE（Full Time Equivalent）では、研究者主導試験の CRC は、ほとんどが 3 人以下であった。 


治験を担当する CRC数 研究者主導試験を担当する CRC数 


治験を担当する CRC 数（FTE） 研究者主導試験を担当する CRC数（FTE） 


平均： 57.5％ 


中央値：60％ 


常勤 CRC の割合 


中央値：5人 中央値：1人 


中央値：4 FTE 中央値：0.25 FTE 





		資料2　臨床試験部会報告

		1. 会議報告

		2. アンケート調査

		3. 「がん臨床試験基盤整備事業」



		資料2　臨床試験部会報告_別添1：アンケート用紙

		資料2　臨床試験部会報告_別添2：アンケート集計報告暫定版

		1. 雇用形態別のCRC数（人）

		2. 治験担当と研究者主導試験担当（がん領域）








都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会 


    がん登録部会について 


 


【目 的 】 院 内 がん登 録 の精 度 の向 上 、全 国 集 計 の活 用 を図 り、 


各 都 道 府 県 で行 われつつある院 内 がん登 録 に関 する研 修 活 動 などを支 援 するため  


【活 動 】 院 内 がん登 録 の標 準 化 および普 及 に関 する情 報 の共 有 ・検 討  


1) 院 内 がん登 録 の標 準 化 および普 及 活 動 に関 すること。 


2) 各 都 道 府 県 での院 内 がん登 録 に関 する研 修 活 動 事 例 に関 すること。 


3) 院 内 がん登 録 データの活 用 に関 すること。 


4) 地 域 がん登 録 との連 携 に関 すること。 


5) 院 内 がん登 録 と関 連 した Quality Indicator（QI）の収 集 に関 すること。 


6) がん登 録 に関 連 した研 究 に関 すること。 


【委 員 】 都 道 府 県 拠 点 病 院 から 医 師 委 員 ：1 名 、実 務 者 委 員 ：1 名  


 実 情 に応 じ、都 道 府 県 がん登 録 部 会 等 の代 表 者 等 を追 加  


 47 都道府県より、医師委員：50 名、実務者委員：名 


 


【開催内容】 


第１回がん登録部会 平成 23 年 12 月 19 日 14:00～16:00 


【検討】 


がん登録部会設置要領について 


全国集計のデータ利用方法について 


【報告】 


熊本県における院内がん登録情報の利用について 


   熊本大学医学部附属病院医療情報経営企画部  宇宿 功市郎 


院内がん登録 20０９年全国集計について 


院内がん登録 2010 年全国集計について 


関連研究班からの報告 


ア） ３次対がん「院内がん登録の標準化および普及に関する研究」班 


イ） がん臨床「医療機関におけるがん診療の質を評価する指標の開発とその計測システムの確立に関する研究」班 


ウ） ３次対がん「がん罹患・死亡動向の実態把握に関する研究」班、 


 がん研究開発費「わが国におけるがん登録の整備に関する研究」班  


オ）がん研究開発費「地域がん専門診療施設におけるソフト面の評価と公表に関する研究」班 


予後調査支援事業の進捗報告 


 


第２回がん登録部会 平成 24 年 6 月 9 日 14:00～16:00 


【検討】 


がん登録部会設置要領の改正について    【資料１】 


院内がん登録全国データの利用方法について    【資料２】 


院内がん登録 2010 年全国集計について 


院内がん登録実施状況調査（調査予定）について 


【報告】 


平成 24 年度予後調査支援事業の結果について   【資料３】 


拠点病院 Quality Indicator 研究について 


  東京大学医学系研究科健康医療政策学／公衆衛生学 東 尚弘 







 


第３回がん登録部会 平成 24 年 8 月 31 日 14:00～16:00 （予定） 


【検討】 


院内がん登録 2011 年全国集計について 


【報告】 


データ利用方法について 


 


 


 


 


 


 


《連絡協議会での審議事項》 


 1) がん診療連携拠点病院院内がん登録全国データ利用規約  【資料２】 


 


《連絡協議会での報告事項》 


 1) 予後調査支援事業に関する報告    【資料３】 


 2) 2010 年全国集計の公表について    【資料４】 


 3) 2011 年全国集計について     【資料４】P4 


 


 


  







【資 料 １】  がん登録部会設置要領 


(設置) 


第 1 条 拠点病院で実施されている院内がん登録の精度の向上、全国集計の活用を図り、


各都道府県で行われつつある院内がん登録に関する研修活動などを支援するため、都


道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会の下部機関として、がん登録部会(以下「部


会」という。)を設置する。 


（検討事項） 


第 2 条 部会は、次の事項について、情報を共有・検討する。 


(1) 院内がん登録の標準化および普及に関すること。 


ア 院内がん登録の標準化および普及活動に関すること。 


イ 各都道府県での院内がん登録に関する研修活動事例に関すること。 


ウ 院内がん登録データの活用に関すること。 


エ 地域がん登録との連携に関すること。 


オ 院内がん登録と関連した Quality Indicator（QI）の収集に関すること。 


カ がん登録に関連した研究に関すること。 


(2) その他、部会長が必要と認める事項。 


 (組織) 


第 3 条 部会は、部会長、および部会委員をもって組織する。 


2 部会長は、独立行政法人国立がん研究センターがん対策情報センターがん統計研究


部長をもって充て、部会を統括する。 


3 部会委員は、都道府県がん診療連携拠点病院の院内がん登録責任者（医師委員）、


およびがん登録実務者（実務者委員）とし、各都道府県の実情に応じて都道府県がん


診療連携拠点病院連携協議会のがん登録部会の代表者（医師委員）、あるいは同が


ん登録部会における実務者の代表者またはそれに準ずる者（実務者委員）を追加する


ことができる。 


4 部会委員は、前項に該当する都道府県がん診療連携拠点病院からの推薦者をもって、


部会長が承認する。 


5 部会委員の任期については、選任の日から２年を経過した日の属する年度の末日ま


での期間とする。 


(幹事会) 


第 4 条 部会長は、部会の円滑な運営を図るため、部会に幹事会を設け、部会委員より


幹事を指名する。 


2 幹事会は、部会長が主宰し、部会の運営事項等を協議する。 







 (データ利用審査委員会) 


第 5 条 部会長は、院内がん登録データの円滑な利用を図るため、部会にデータ利用審


査委員会を設け、部会委員より委員を指名する。 


2 データ利用審査委員会の運営は、別途定めるデータ利用審査委員会設置要領に従


う。 


 (ワーキンググループ) 


第 6 条 部会長は、部会の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは部会にワーキン


ググループを設け、グループ長及びグループ委員を指名することができる。 


2 ワーキンググループは、グループ長及びグループ委員をもって組織する。 


3 グループ長は、ワーキンググループを主宰する。 


4 グループ長は、検討した結果を部会に報告し、了承を得る。 


(会議) 


第 7 条 部会は、必要に応じ部会長が招集する。 


2 幹事会は、必要に応じ部会長が招集する。 


3 ワーキンググループは、必要に応じグループ長が招集する。 


3 部会長及びグループ長は、必要に応じて検討事項に関係ある者に部会、幹事会及び


ワーキンググループへの出席を求め、意見を聴取することができる。 


 (事務局) 


第 8 条 部会の事務局は、独立行政法人国立がん研究センターがん対策情報センターが


ん統計研究部とする。 


(その他) 


第 9 条 この要領に定めのない事項については、部会長が定める。 


 


附則 


（施行期日） 


本要領は、平成 23 年 12 月 19 日より施行する。 


附則（平成 24 年 6 月 9 日改正） 


（施行期日） 


本要領は、平成 24 年 6 月 9 日より施行する。 


  







がん診療連携拠点病院院内がん登録全国データ利用規約 
 
（目的） 
第 1 条 本規約の目的は、がん対策基本法の基本理念に定める専門的、学際的又は総合的研究の


推進のため、がん診療連携拠点病院（以下、「拠点病院」という）院内がん登録の全国データの健


全な利用を促進することにある。 
 


（適用範囲） 
第 2 条 本規約は、全国の拠点病院から国立がん研究センターがん対策情報センターがん統計研究


部院内がん登録室（以下、「国立がん研究センター院内がん登録室」という）に提出され蓄積され


たデータ（以下、「院内がん登録全国データ」という）を対象とする。 
 


（データ利用審査委員会） 
第 3 条 都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会がん登録部会（以下、「がん登録部会」という）


設置要領５条の規程に基づき、国立がん研究センター院内がん登録室に、国立がん研究センター


院内がん登録室長を委員長とするデータ利用審査委員会をおく。 
２ データ利用審査委員会はがん登録部会長が指名する。任期２年とし再選は妨げない。 
３ 国立がん研究センター院内がん登録室長は、データ利用申請の許可審査の他、必要と認める事


案が提起されたときに、データ利用審査委員会を召集する。 
４ データ利用審査委員会は、データ利用の申請があったとき、遅滞なく本規約に基づき利用申請者


に対する利用許可の可否を決定しなければならない。 
５ データ利用審査委員会は利用許可の審査に際し、利用目的・解析方法に鑑みて、利用申請書の


修正を申請者に求めることができる。 
６ データ利用審査委員会の議決は委員総数の過半数を以て決定する。  
７ 国立がん研究センター院内がん登録室長は、以下の場合、データ利用審査委員会の審議を経ず


にデータ利用許可を決定することができる。 
１） 施設の特定されない集計値のみを提供する場合 
２） 特に疾病予防・公衆衛生上の対策措置を講ずる目的で、厚生労働省の担当部署からの情報提


供依頼があった場合 
 


（データ利用の申請資格） 
第 4 条 院内がん登録全国データ利用の申請は、以下のいずれかに該当する者とする。 


１） 拠点病院に所属する職員 
２） 都道府県のがん対策に関係する職員 
３） 厚生労働省科学研究「院内がん登録の普及と標準化に関する研究」あるいは後継班の研究代


表者および分担者 
 


（利用申請手続き） 
第 5 条 利用申請者は、国立がん研究センター院内がん登録室長に対して利用申請を行う。 
第 6 条 国立がん研究センター院内がん登録室は、以下の事項を含む所定の申請用紙を配布する。 


１） 申請者の氏名・所属 
２） 利用目的 
３） 解析方法の概要 
４） 利用情報の種類（提供を希望する具体的な項目） 
５） 利用する予定の登録年 
６） 個票データを直接解析する共同研究者の氏名 
７） 個票データの利用期間 


第 7 条 国立がん研究センター院内がん登録室長は、データ利用申請の却下されたときにあっては、


その申請者・共同研究者の氏名・所属などの個人情報を削除した上でその事例を理由とともにが


ん登録部会に報告しなければならない。 
 
  







（データの利用方法） 
第 8 条 国立がん研究センター院内がん登録室長は、申請が利用審査委員会によって承認されたと


き、患者への連結情報を削除した上で利用申請者に個票データの提供を行う。ただし、データ提


出施設が自施設のデータについて特に指定する場合はこの限りではない。 
第 9 条 利用を認められ提供を受けた申請者（以下、「利用者」とする）は、個票データをあらかじめ申


請書に指定されたデータ解析者以外に閲覧させてはならない。 
第 10 条 申請を許可された利用者の氏名、所属は、原則公開とする。 
 
（利用者の責務） 
第 11 条 利用者は、個票データを管理においてファイルを暗号化するなど流出を予防する適切な管


理体制を取らなければならない。 
第 12 条 利用者は、あらかじめ申請時に明示して承認を受けた場合を除き、データから個人識別情


報の特定を行ってはならない。 
第 13 条 利用者は、以下のいずれかに該当する場合には、遅滞なく国立がん研究センター院内がん


登録室に報告しなければならない。 
１） 申請内容に変更があった場合（申請時に元となった利用資格を失った場合を含む） 
２） データが自らの管理範囲外に流出した可能性がある場合 
３） 承認された利用目的以外の場合で、データから患者個人が特定された場合 


第 14 条 利用者は、申請書に記載された利用期間を過ぎた個票データについては復元不可能な形


で廃棄しなければならない。 
 
（データの管理体制に関する勧告） 
第 15 条 国立がん研究センター院内がん登録室長は、利用者に対しデータの管理体制に関して必


要な措置を勧告することができる。利用者が勧告に従わない場合には、利用を停止し、その利用


者の氏名とともにその事実を公表することができる。 
 
（成果の公表・報告） 
第 16 条 利用者は、院内がん登録を利用した研究成果について公表する際には、成果が院内がん


登録全国データを使用していることを明らかにするとともに、公表後速やかに国立がん研究センタ


ー院内がん登録室に公表物とともに書面で報告しなければならない。（以前に報告した内容を再


び報告する場合をのぞく。） 
２ 国立がん研究センター院内がん登録室長は、特に必要があると認めた場合、利用者に対し公表前


に内容を報告することを求めることができる。 
第 17 条 利用者は特定の施設についての集計を施設名を付して公表する場合、事前に当該施設に


よる承認を得なければならない。 
第 18 条 国立がん研究センター院内がん登録室長は、発表成果に対して注釈が必要と考えられたと


き、当該成果を引用・転載の上注釈を公表することができる。 
 
（規約改正） 
第 19 条本規約を元に運用規則をデータ利用審査委員会で定める。 
第 20 条本規約は、都道府県がん診療連絡協議会がん登録部会において過半数の施設の賛成をも


って改正する。 
 
（附則） 
本規約は平成 24 年 7 月 23 日より施行する。 
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国立がん研究センターがん対策情報センター
National Cancer Center
Center for Cancer Control and Information Services


がん診療連携拠点病院
院内がん登録2010年全国集計≪概況報告≫


【調査対象】
 データ提出依頼施設


計388施設
– 平成23年10月時点での拠点病院


 対象データ
2010年（平成22年）1月1日～12月31日の診断症例


 様式
– 必須項目のみで登録作業を行っている施設 26項目
– 標準項目に沿って登録作業を行っている施設 56項目


 データ収集期間
– ネットワーク型： 平成23年11月14日～12月22日
– 従来型： 平成23年12月 1日～12月22日


1都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会平成２４年７月２３日


【資料４】 国立がん研究センターがん対策情報センター
National Cancer Center
Center for Cancer Control and Information Services


【結果】


1. データ提出施設：387/388


– 期限内の提出が不可能：1施設


2. 集計対象施設数：387/387


3. 提出項目


– 標準項目での提出：387/387


4. 集計対象登録数：548,979/548,986


（5施設、計7例除外）


– 集計用症例区分と集計用診断日を作成後の確認で、
収集対象外であることが判明


2都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会平成２４年７月２３日


国立がん研究センターがん対策情報センター
National Cancer Center
Center for Cancer Control and Information Services
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表 集計対象の登録患者数の推移 2010年全国集計 結果概況


2007 2008 2009 2010
拠点病院数（調査時） 288 351 377 388
集計対象施設数 287 359 370 387
集計対象登録患者数 327,889 428,195 484,771 548,979
1施設当たりの
登録患者数
（中央値）
（最小-最大）


-- 1,038
（136-8600）


1,150
（155-8,866）


1,251
（168-8,620）


都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会平成２４年７月２３日


国立がん研究センターがん対策情報センター
National Cancer Center
Center for Cancer Control and Information Services


【今後の予定】
平成24年度 拠点病院会議 2010年全国集計報告書


6月 9日 第1回がん登録部会 概況報告と報告書編集方針の確認


7月25日 都道府県拠点連絡会 概況報告と報告書編集方針の確認


8月31日 第2回がん登録部会 報告書概況報告


10月予定 公表


4都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会平成２４年７月２３日


平成24年度 全国集計 201１年全国集計


9月 中旬 集計手順の連絡 手順書の送付


10月下旬 ツールの配布 品質管理ツールのダウンロード


11月中旬 ネット型運用開始 データのアップロード開始


12月 ３日 データ提供開始 データの直接受付を開始


12月21日 データ提供締切







国立がん研究センターがん対策情報センター
National Cancer Center
Center for Cancer Control and Information Services


がん診療連携拠点病院 院内がん登録
2010年全国集計報告書≪編集方針≫


Ⅰ 調査方法
– 集計項目の定義


 2009年報告書の定義通り
– 公表の対象


 2009年報告書の定義通り
 集計値10以下は伏せて、集計値0は公開


Ⅱ 結果概要
– 集計対象


 2009年報告書の定義通り
Ⅲ 結果詳細（診断情報）


– 集計対象
 症例区分8を対象から除外する


– 内容
 2009年と同様の2010年単年の集計値の掲載に加えて、


2009年値との比較、傾向分析を追加


5都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会平成２４年７月２３日


国立がん研究センターがん対策情報センター
National Cancer Center
Center for Cancer Control and Information Services


Ⅳ 結果詳細（腫瘍情報）
– 集計対象


 2009年報告書の定義通
– 内容


 2009年と同様の2010年単年の集計値の掲載に加えて、
2009年値との比較、傾向分析を追加


 特別集計を追加


（参考）施設別に見た症例区分8の割合について


全登録数
症例区分
8を除い


た数


全登録数
に占める
割合


中央値 最小値 25%値 75%値 最大値


2009年 487,441 471,827 3.2 0.7 0 0.2 2.3 24.4
2010年 548,979 530,363 3.4 0.8 0 0.2 2.1 23.0


6都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会平成２４年７月２３日


国立がん研究センターがん対策情報センター
National Cancer Center
Center for Cancer Control and Information Services症例区分8の取扱いに関する変更


【背景】
 2007年から2010年全国集計において、収集対象は、症例区分に関わら


ず全症例としてきた。
 セカンドオピニオンのみの初診患者を自施設で登録するか否かは施設の判


断に委ねており、登録する場合、その症例区分は8：その他 に区分する
ルールである。


 セカンドオピニオンを登録する・しないの施設判断によって登録数が増減
すること、診断・治療に関わらないセカンドオピニオンの症例が、診断情
報や腫瘍情報の集計に含まれることに対する反対意見があった。


【変更方針】
 2010年集計においては、結果概要の集計単位は、症例区分8を含む全症


例とする。結果詳細（診断情報）の集計単位は、症例区分8を除くことと
する。加えて、症例区分8を除いた2009年集計も再報告する。


 2011年全国集計のデータ収集においては、結果概要及び結果詳細（診断
情報）の集計単位から症例区分8を除くことを明示した上で、症例区分に
関わらず全症例を収集対象とし、基本集計対象は症例区分8を除く対象に
移行する。
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国立がん研究センターがん対策情報センター
National Cancer Center
Center for Cancer Control and Information Services特別集計の追加について


 2009年報告書掲載の集計を基本集計と称して、
より詳細な集計単位の集計をいくつか取り上げ、
特別集計として掲載する。


 本年度は、
結果詳細（腫瘍情報）の内容
（病期、病期別治療方法割合）について、
2009年と2010年をプールして、
肺がんの組織型別（扁平上皮癌系、腺癌系、小細胞癌系、
その他の明示された組織型、その他 ）の集計を行う。
公表は都道府県単位までを想定。
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【資料 】 


平成 2４年度予後調査支援に関する国立がん研究センターの対応（案）  


 


【目的等】 


わが国のがんの発生動向を把握するためには、生存率の把握を目的とした院内がん登録の予後調


査の実施が必要不可欠な状況であるが、平成２４年６月に閣議決定された「がん対策推進基本計画」


においても地域がん登録において「患者の予後情報を得ることは困難又はその作業が過剰な負担と


なっている」とされている。このため、地域がん登録を含めた体制が整備されるまでの間、がん診療連


携拠点病院が行う院内がん登録の生存率算定のため、効率的な体制の検証を目的として、国立がん


研究センター（以下、センターと呼ぶ）として支援する方向で検討する。 
 


【支援の概要】 


・全体の概要 


 厚生労働省委託費で実施した平成 23 年度予後調査支援事業（2007 年診断例の 3 年生存調査）


において、約半数の市区町村において住民票照会が無償で可能、また 35%の市区町村で有償で


あれば可能という調査結果を得ていることから、当該事業で用いた予後調査支援システム（以下、シ


ステムと呼ぶ）を利用して、2008 年例の 3 年生存調査を行う。 


具体的には 2008 年全国集計にデータ提出をしており、患者個人の同意（包括同意を含む）を得


て、予後調査が可能ながん診療連携拠点病院を主たる対象（協力拠点病院と呼ぶ）として、予後調


査の支援と生存率の算定を行う。 


・業務の流れと実施時期 


① 平成 24（2012）年 9 月上旬、センターは、本業務の内容について、厚生労働省および都道府県


を通じて、拠点病院に通知する。 


② 10 月 1 日より協力病院の申し込みを開始し、10 月中に事業で得たデータ利用の覚書を交換す


る。なお、有償となる照会については、実費を協力病院が負担するものとする。 


③ 10月中に、協力拠点病院は2008年全国集計対象症例について、来院情報や死亡情報などの


施設内情報では生死が不明である例の個人識別情報を抽出し、個人識別情報と腫瘍個別情報


を分離して、個人識別情報を二重暗号化などの高いセキュリティを保った状況で国立がん研究


センター（以下、センターと呼ぶ）に、11 月 1 日～16 日の間に、ＳＳＬを用いて送付する。 


④ 12 月中にセンターはデータ不備などに関して協力病院への問い合わせを行い、住民票照会の


形で送付された個人識別情報をシステムに入力・修正する。 


⑤ 平成 25（2013）年 1 月より、センターは、市区町村に対して、対象リストに厚生労働省からの依


頼文書を添付して、送付し、予後情報の収集を行う。収集期間は１～2 月のおおむね 2 ヶ月間と


する。有償市区町村については、センターが仮払いを行う。 


⑥ 3 月中旬までに、センターは、市区町村からの返送された結果をシステムに入力し、拠点病院毎


に仕分けの上、ダウンロード形式で送付する。協力病院は有償分の返済を年度内に行う。 
  







【結果の利用】 


・利用の枠組み 


支援で得られた結果については、協力病院を含む拠点病院からのデータ提供を受けて、がん対策


情報センターが実施する「2008 年全国集計 生存率報告」の形で公表する。 


公表の方法、範囲については、都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会、および同協議会が


ん登録部会に諮った上で、決定する。 


・結果利用の流れと実施時期 


① 4 月中旬までに、協力病院はこの結果を元に、2008 年全国集計対象症例の腫瘍個別情報デー


タに予後情報を連結したデータファイルを作成し、連結可能匿名化した形でセンターに提供す


る。 


② 8 月をめどに、センターは、このデータファイルの精度の検証を行った上で、所定の基準を満たし


たものについては標準的な３年相対生存率の算定を行う。結果については、公表する他、協力


拠点病院からの要請に応じて、同様の検討を経て、特定条件での相対生存率の算定を当該拠


点病院と他の拠点病院について行い、公表する。 


  


 


本支援の特徴 


  


がん対策推進基本計画に示された生存率算定のため、効率的な体制の検証を目的として、 


厚生労働省が実施する調査を、国立がん研究センターが代行して、市区町村に対する 


住民票照会の形で行います。 


平成 23 年度の支援事業で問題となった、有償対応の市区町村については、協力病院側の 


実費負担として、センターが仮払いを行って、事務的負担の軽減を図ります。 


2008 年全国集計の集計対象となった施設（359 施設）に対して、患者同意などの個人情報 


保護環境が整っている施設に限って、予後調査を支援します。 


データの利用は、覚書の形で、各施設における「院内がん登録の業務」の範囲内での利用と 


して、個人情報保護環境を担保します。 


 


  上記について、国立がん研究センターとして取り組みことの検討を進めています。 
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都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会 


       情報提供・相談支援部会の設置について 
 


・都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会の機能強化を図るため、同協議会の下に情報提供・


相談支援部会を設置する。 


 


《目的》 拠点病院で実施されているがんに関する情報提供および相談支援体制の機能強化 


と質的な向上を図る。また、各都道府県や地域単位での取り組みを支援する 


 


《活動内容》 


 都道府県、施設単位で行われている情報提供・相談支援の取り組みに関する現状把握と分


析、情報共有 


 情報提供や相談支援体制の機能強化や質的向上を果たす上で必要となる全国、地域レベル


で整備すべき体制とサポート要件の整理 


 現場のみでは解決が難しい施策・制度面の改善等の必要事項の整理と（連絡協議会を通じ


て発信することを想定した）提言に向けた素案の作成 


 


《構成メンバー》 


・都道府県がん診療連携拠点病院の情報提供･相談支援の責任者、またはそれに準ずる者 


 ・同拠点病院の情報提供・相談支援部門における実務者 


 ・各都道府県に設置されているがん診療連携協議会の情報提供・相談支援担当部会の責任者 


 （上記の都道府県拠点病院の責任者と異なる場合に追加参加） 


  51施設（県拠点責任者1名および実務者1名）＋若干名（県部会責任者） 


  ※拠点病院からの参加者は、機能強化事業費から支出できるように調整していきます 


 


《活動回数・方法》 


・おおむね年1～2回の開催。 


 


《部会事務局》 


国立がん研究センターがん対策情報センター がん情報提供研究部 


 


《予定》 


  7月31日 部会メンバー登録シート（本日配布）の期限 


  8月中旬頃 メンバーに対して、開催通知の送付 


9月下旬頃 第1回情報提供・相談支援部会 
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・情報提供・相談支援部会の位置付け（案）


（事務局）
がん対策情報センター
（がん医療支援研究部）


都道府県がん診療連携拠点病院
連絡協議会


臨床試験部会 がん登録部会


（事務局）
がん対策情報センター


がん統計研究部


（事務局）
多施設臨床試験支援


センター


がん（診療連携拠点病院）
臨床開発ネットワーク


がん（診療連携拠点病院）
地域がん登録ネットワーク


情報提供・相談支援部会


（事務局）
がん対策情報センター
がん情報提供研究部


がん（診療連携拠点病院）
情報提供・相談支援ネットワーク


（仮称）







 
情報提供・相談支援部会の設置および委員のご推薦のお願いについて 


 


国立がん研究センターでは、拠点病院で実施されている情報提供および相談支援体制の強化と機能の充実


を図り、都道府県や施設単位での取り組みを支援するため、都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会の下


に、情報提供･相談支援部会の設置を検討してまいりました。 
つきましては、各都道府県拠点病院より部会委員として情報提供･相談支援の責任者、またはそれに準ず


る方を1名、各都道府県拠点病院より情報提供･相談支援実務者を1名、さらに都道府県拠点病院以外の施


設にがん診療連携協議会の情報提供･相談支援担当部会の責任者がおられる場合は同部会から1名の委員を


ご推薦いただければと存じます。ご検討いただいた後、2名ないしは3名の委員の連絡先を下記の連絡票に


て、都道府県ごとにまとめてご連絡いただければ幸いです。併せて「ご意見欄」にご意見をお寄せいただけ


ればなお幸甚です。 
よろしくご高配賜りますようお願い申しあげます。 


がん対策情報センターがん情報提供研究部 若尾 文彦 


 


FAX送信先： 


 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報提供研究部 情報提供･相談支援部会事務局 宛て 


FAX: 03-3547-8577 
 


都道府県名：            


 （都道府県拠点病院責任者） 


ご施設名：    


ご担当者名：    


ご所属/部署名：   


電話番号：   


E-mail：   


 （都道府県拠点病院実務者） （県情報提供・相談支援部会責任者：Optional） 


ご施設名：      


ご担当者名：      


ご所属/部署名：         


電話番号：         


E-mail：         


ご意見欄 


 


 


※大変恐縮ではございますが、7月31日までにご連絡いただければ幸いです。 
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情報提供関連 －最近の活動と予定


1. 新規冊子（消化管間質腫瘍（GIST)、神経膠腫（グリオーマ）、
精巣腫瘍）作成、がん情報サービス刊行物発注システムにて、
受注開始を予定。


2. ちらし「知れば安心がん情報」作成・配布を予定


3. がん情報サービスに「がんの臨床試験を探す」掲載を予定


4. がん情報サービスに「地域のがん情報」掲載を予定


5. 第一生命との包括的連携に基づく各都道府県のちらしの作
成・配布


6. 地域相談支援フォーラムの開催を予定


7. 「ビジネスパーソン向けがん啓発コンテンツ」作成を予定


1







2







3
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臨床試験を探す


①


②


③







第4回外部委員意見交換会
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第4回外部委員意見交換会
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地域のがん情報







第4回外部委員意見交換会
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平成24年度長崎県がん診療連携協議会
(実務者会議）
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協議すべき内容としてのたばこ対策及び「たばこ政策支援機能」へのご意見について 
 
○ 今般閣議決定された「がん対策推進基本計画」において、たばこ対策はがん予防の最重


要課題であり、成人喫煙率を 20％から 12％へと低減させる行政目標も立てられ、その


他、未成年者の喫煙率を 0％、職場や医療機関における受動喫煙曝露も 0％とすること


などが掲げられています。都道府県がん対策推進計画においても、たばこ対策は重要課


題となりますが、国で経験したようなたばこ産業からの激しい反対や政策干渉が起きる


ことが予想されます。WHO たばこ規制枠組条約の一般義務第 5 条第 3 項において、公


衆衛生政策をたばこ産業の商業的利益から保護することが求められ、ガイドラインも策


定されているところです。都道府県がん対策推進計画の策定過程でも、そのような干渉


からいかに命のための政策を保護できるか、拠点病院の役割や地域の禁煙推進団体との


連携等、その具体的な方策についてご協議いただけたらと思います。さらに、喫煙率目


標を都道府県単位で実現するための、拠点病院で実施しうること（例えば、禁煙外来の


設置や電話相談、情報提供、受動喫煙防止の推進等）についてのご検討もお願いします。 
 


○ たばこ政策支援機能としては、チャートに示したようなミッションの下、種々の事業や


研究を行っておりますが、特に、WHO 関係資料の翻訳や、科学的根拠に基づいた政策


実現のためのファクトシートや文献データベース、たばこ白書等の作成を行います。ま


た、成人及び学童向けの啓発資材を関係団体と協力して制作し、全国に配布しています。


都道府県がん対策推進計画の策定についても、必要に応じ適切な助言を行います。 
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がん対策推進基本計画の概要 


 


がん対策推進基本計画（以下「基本計画」という）は、がん対策基本法（平成18年法律第98号）


に基づき政府が策定するものであり、平成19年6月に策定され、基本計画に基づきがん対策が進めら


れてきた。今回、前基本計画の策定から5年が経過し、新たな課題も明らかになっていることから、


見直しを行い、新たに平成24年度から平成28年度までの5年間を対象として、がん対策の総合的かつ


計画的な推進を図るため、がん対策の推進に関する基本的な方向を明らかにするものである。これ


により「がん患者を含む国民が、がんを知り、がんと向き合い、がんに負けることのない社会」を


目指す。 


 


 


○ がん患者を含めた国民の視点に立ったがん対策の実施 


○ 重点的に取り組むべき課題を定めた総合的かつ計画的ながん対策の実施 


○ 目標とその達成時期の考え方 


 


 


1. 放射線療法、化学療法、手術療法の更なる充実とこれらを専門的に行う医療従事者の育成 


 がん医療を専門的に行う医療従事者を養成するとともに、チーム医療を推進し、放射線療法、化学療法、


手術療法やこれらを組み合わせた集学的治療の質の向上を図る。 


2. がんと診断された時からの緩和ケアの推進 


がん医療に携わる医療従事者への研修や緩和ケアチームなどの機能強化等により、がんと診断された時


から患者とその家族が、精神心理的苦痛に対する心のケアを含めた全人的な緩和ケアを受けられるよう、


緩和ケアの提供体制をより充実させる。 


3. がん登録の推進 


がん登録はがんの種類毎の患者の数、治療内容、生存期間などのデータを収集、分析し、がん対策の基


礎となるデータを得る仕組みであるが、未だ、諸外国と比べてもその整備が遅れており、法的位置付けの


検討も含めて、がん登録を円滑に推進するための体制整備を図る。 


4. ○新働く世代や小児へのがん対策の充実 


我が国で死亡率が上昇している女性のがんへの対策、就労に関する問題への対応、働く世代の検診受診


率の向上、小児がん対策等への取組を推進する。 


 


 


 


1. がんによる死亡者の減少 


（75歳未満の年齢調整死亡率の20%減少） 


2. 全てのがん患者とその家族の苦痛の軽減と 


療養生活の質の維持向上 


3. ○新がんになっても安心して暮らせる社会の構築 


（裏面に続く） 


 


年齢調整死亡率（75 歳未満）の推移（人口 10 万対）


趣旨 


第１ 基本方針 


第２ 重点的に取り組むべき課題 


第３ 全体目標（平成 19 年度からの 10 年目標）
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1. がん医療 


（１） 放射線療法、化学療法、手術療法の更なる充実とチーム医療の推進 


3年以内に全ての拠点病院にチーム医療の体制を整備する。 


（２） がん医療に携わる専門的な医療従事者の育成 


がん医療を担う専門の医療従事者を育成し、がん医療の質の向上を目指す。 


（３） がんと診断された時からの緩和ケアの推進 


5年以内に、がん診療に携わるすべての医療従事者が基本的な緩和ケアを理解し、知識と技術を習得す


る。3年以内に拠点病院を中心に緩和ケアチームや緩和ケア外来の充実を図る。 


（４） 地域の医療・介護サービス提供体制の構築 


3年以内に拠点病院のあり方を検討し、5年以内にその機能をさらに充実させる。また、在宅医療・介護


サービス提供体制の構築を目指す。 


（５） ○新医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組 


有効で安全な医薬品を迅速に国民に提供するための取り組みを着実に実施する。 


（６） その他（希少がん、病理診断、リハビリテーション） 


2. がんに関する相談支援と情報提供 


患者とその家族の悩みや不安を汲み上げ、患者とその家族にとってより活用しやすい相談支援体制を実


現する。 


3. がん登録 


法的位置付けの検討も含め、効率的な予後調査体制の構築や院内がん登録を実施する医療機関数の増加


を通じて、がん登録の精度を向上させる。 


4. がんの予防 


平成34年度までに、成人喫煙率を12%、未成年者の喫煙率を0%、受動喫煙については、行政機関及び医


療機関は0%、家庭は3%、飲食店は15%、職場は平成32年までに受動喫煙の無い職場を実現する。 


5. がんの早期発見 


がん検診（胃・肺・大腸・乳・子宮頸）の受診率を 5年以内に 50%（胃、肺、大腸は当面 40%）を達成する。 


※健康増進法に基づくがん検診の対象年齢は、上限の年齢制限を設けず、ある一定年齢以上の者としているが、受


診率の算定に当たっては、海外諸国との比較等も勘案し、40～69 歳（子宮頸がんは 20～69 歳）を対象とする。 


※がん検診の項目や方法は別途検討する。※目標値については、中間評価を踏まえ必要な見直しを行う。 


6. がん研究 


がん対策に資する研究をより一層推進する。2年以内に、関係省庁が連携して、がん研究の今後の方向


性と、各分野の具体的な研究事項等を明示する新たな総合的がん研究戦略を策定する。 


7. ○新小児がん 


5年以内に、小児がん拠点病院を整備し、小児がんの中核的な機関の整備を開始する。 


8. ○新がんの教育・普及啓発 


 子どもに対するがん教育のあり方を検討し、健康教育の中でがん教育を推進する。 


9. ○新がん患者の就労を含めた社会的な問題 


 就労に関するニーズや課題を明らかにした上で、職場における理解の促進、相談支援体制の充実を通じ


て、がんになっても安心して働き暮らせる社会の構築を目指す。 


 


 


1. 関係者等の連携協力の更なる強化 


2. 都道府県による都道府県計画の策定 


3. 関係者等の意見の把握 


4. がん患者を含めた国民等の努力 


5. 必要な財政措置の実施と予算の効率化・重点化 


6. 目標の達成状況の把握とがん対策を評価する指標の策定 


7. 基本計画の見直し 
 
（※）がん対策推進基本計画の全文につきましては、厚労省ホームページをご参照願います。 


http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/dl/gan_keikaku02.pdf 


第４ 分野別施策と個別目標 


第５ がん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項








Ⅱ .


Ⅲ .


第 5回都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会 次第


日時 平成 24年 7月 23日 (月 ) 13:00-16:00


於  国立がん研究センター国際交流会館 3階


主催 国立がん研究センター


I.開会挨拶 都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会議長


国立がん研究センター理事長   堀田 知光


来賓挨拶  厚生労働省健康局 がん対策・健康増進課  木村 博承


議事


l 厚生労働省からのお知 らせ                 ・


2 臨床試験部会からの報告                  ・


3 がん登録部会からの報告                  ・


4 情報提供 口相談支援部会の設置について           ロ


5 「緩和ケア研修会」についての提言について         ロ


6.がん対策情報センターからのお知らせ            ・


7.国立がん研究センター創立 50周年記念イベン トヘの後援について


(休憩)


課 長


8 都道府県がん診療連携拠点病院による都道府県のがん対策との連携について


・・・資料 7


■ 静岡県の取組み


静岡県立静岡がんセンター総長  山口 建


イ)広 島県の取組み


広島大学病院がん治療センター長 杉山 一彦


ウ)意 見交換会


9 総合討議/今後の連絡協議会の活動等について


10 事務連絡


Ⅳ.閉会


【参考資料】


・都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会 規約 ・・・参考資料 1


・都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会に対するアンケー ト結果について


・・・参考資料 2


・・資料 1


・・資料 2


・・資料 3


・ ・ デ筆オ斗4


・・資料 5


・・資料 6


・ ・ 撃署米斗6-3
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はじめに 


 


がんは、日本で昭和５６（１９８１）年より死因の第１位であり、平成２２


（２０１０）年には年間約３５万人が亡くなり、生涯のうちに約２人に１人が


がんにかかると推計されている。こうしたことから、依然としてがんは国民の


生命と健康にとって重大な問題である。 


 


日本のがん対策は、昭和５９（１９８４）年に策定された「対がん１０カ年


総合戦略」、平成６（１９９４）年に策定された「がん克服新１０か年戦略」、


平成１６（２００４）年に策定された「第３次対がん１０か年総合戦略」に基


づき取り組んできた。 


 


さらに、がん対策のより一層の推進を図るため、がん対策基本法（平成１８


年法律第９８号。以下「基本法」という。）が平成１８（２００６）年６月に成


立し、平成１９（２００７）年４月に施行され、基本法に基づき、がん対策を


総合的かつ計画的に推進するための「がん対策推進基本計画」（以下「前基本計


画」という。）が平成１９（２００７）年６月に策定された。 


 


前基本計画の策定から５年が経過した。この間、がん診療連携拠点病院（以


下「拠点病院」という。）の整備や緩和ケア提供体制の強化、地域がん登録の充


実が図られるとともに、がんの年齢調整死亡率は減少傾向で推移するなど、一


定の成果を得られた。 


 


しかしながら、人口の高齢化とともに、日本のがんの罹患
り か ん


者の数、死亡者の


数は今後とも増加していくことが見込まれる中、がん医療や支援について地域


格差や施設間格差がみられ、それぞれの状況に応じた適切ながん医療や支援を


受けられないことが懸念されている。また、これまで重点課題として取り組ま


れてきた緩和ケアについては、精神心理的な痛みに対するケアが十分でないこ


と、放射線療法や化学療法についても更なる充実が必要であること等に加え、


新たに小児がん対策、チーム医療、がん患者等の就労を含めた社会的な問題、


がんの教育などの課題も明らかとなり、がん患者を含めた国民はこうした課題


を改善していくことを強く求めている。 


 


この基本計画は、このような認識の下、基本法第９条第７項の規定に基づき


前基本計画の見直しを行い、がん対策の推進に関する基本的な計画を明らかに
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するものであり、国が各分野に即した取り組むべき施策を実行できる期間とし


て、平成２４（２０１２）年度から平成２８（２０１６）年度までの５年程度


の期間を一つの目安として定める。 


 


また、この基本計画の策定に当たっては、基本法に基づき、がん対策推進協


議会（以下「協議会」という。）の意見を聴くことになっている。また、専門


的な知見を要する分野である小児がん、緩和ケア、がん研究については協議会


の下に専門委員会が設置され、報告書が協議会へ提出された。 


 


今後は、基本計画に基づき、国と地方公共団体、また、がん患者を含めた国


民、医療従事者、医療保険者、学会、患者団体を含めた関係団体とマスメディ


ア等（以下「関係者等」という。）が一体となってがん対策に取り組み、がん患


者を含めた国民が、様々ながんの病態に応じて、安心かつ納得できるがん医療


や支援を受けられるようにするなど、「がん患者を含めた国民が、がんを知り、


がんと向き合い、がんに負けることのない社会」の実現を目指す。  


 


 


第１ 基本方針 


 


１  がん患者を含めた国民の視点に立ったがん対策の実施 


 


基本法の基本理念に基づき、国、地方公共団体と関係者等は、がん患者を含


めた国民が、がん対策の中心であるとの認識の下、がん患者を含めた国民の視


点に立ってがん対策を実施していく必要がある。 


 


２  重点的に取り組むべき課題を定めた総合的かつ計画的ながん対策の実施 


 


基本計画では、がん対策を実効あるものとしてより一層推進していくため、


重点的に取り組むべき課題を定める。 


また、がんから国民の生命と健康を守るためには、多岐にわたる分野の取組


を総合的かつ計画的に実施していく必要がある。 


 


３ 目標とその達成時期の考え方 


 


基本計画では、これまでの政府のがん対策に関する目標との整合性を図りつ


つ、全体目標とそれを達成するために必要な分野別施策の個別目標を設定する。
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また、原則として、全体目標と個別目標を達成するために要する期間を設定す


る。 


 


第２ 重点的に取り組むべき課題 


 


１ 放射線療法、化学療法、手術療法の更なる充実とこれらを専門的に行う医療


従事者の育成 


 


がんに対する主な治療法には、手術療法、放射線療法、化学療法（この基本


計画では薬物療法等を含むものとする。）などがあり、単独又はこれらを組み合


わせた集学的治療が行われている。 


 


日本では、胃がんなど、主として手術療法に適したがんが多かったこともあ


り、外科医が化学療法も実施するなど、がん治療の中心を担ってきた。 


  


しかしながら、現在は、がんの種類によっては、放射線療法が手術療法と同


様の治療効果を発揮できるようになるとともに、新たな抗がん剤が多く登場し、


化学療法の知見が蓄積されてきたことから、様々ながんの病態に応じ、手術療


法、放射線療法、化学療法、さらにこれらを組み合わせた集学的治療がそれぞ


れを専門的に行う医師の連携の下実施されていくことが求められている。 


 


一方で、今も手術療法ががん医療の中心であることに変わりはないが、外科


医の人員不足が危惧され、外科医の育成や業務の軽減が早急に改善すべき課題


となっている。 


 


このため、これまで手術療法に比べて相対的に遅れていた放射線療法や化学


療法の推進を図ってきたが、今後は、放射線療法、化学療法、手術療法それぞ


れを専門的に行う医療従事者を更に養成するとともに、こうした医療従事者と


協力してがん医療を支えることができるがん医療に関する基礎的な知識や技能


を有した医療従事者を養成していく必要がある。 


 


また、医療従事者が、安心かつ安全で質の高いがん医療を提供できるよう、


各職種の専門性を活かし、医療従事者間の連携と補完を重視した多職種でのチ


ーム医療を推進する必要がある。 
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２ がんと診断された時からの緩和ケアの推進 


 


がん患者とその家族が可能な限り質の高い生活を送れるよう、緩和ケアが、


がんと診断された時から提供されるとともに、診断、治療、在宅医療など様々


な場面で切れ目なく実施される必要がある。 


 


しかしながら、日本では、欧米先進諸国に比べ、がん性疼痛の緩和等に用い


られる医療用麻薬の消費量は少なく、がん性疼痛の緩和が十分でないと推測さ


れること、がん医療に携わる医師の緩和ケアの重要性に対する認識もまだ十分


でないこと、国民に対しても未だ緩和ケアに対する正しい理解や周知が進んで


いないこと、身体的苦痛のみならず精神心理的苦痛への対応も求められている


こと等から、緩和ケアはまだ十分にがん医療に浸透していないと考えられる。 


 


このため、がん医療に携わる医療従事者への研修や緩和ケアチームなどの機


能強化等により、がんと診断された時から患者とその家族が、精神心理的苦痛


に対する心のケアを含めた全人的な緩和ケアを受けられるよう、緩和ケアの提


供体制をより充実させ、緩和ケアへのアクセスを改善し、こうした苦痛を緩和


することが必要である。 


 


また、がん患者が住み慣れた家庭や地域での療養や生活を選択できるよう、


在宅緩和ケアを含めた在宅医療・介護を提供していくための体制の充実を図る


必要がある。 


 


３ がん登録の推進 


 


がん登録はがんの罹患やがん患者の転帰、その他の状況を把握し、分析する


仕組みであり、がんの現状を把握し、がん対策の基礎となるデータを得るとと


もに、がん患者に対して適切ながん医療を提供するために不可欠なものである。 


 


地域がん登録は平成２４（２０１２）年度中に全ての都道府県で実施される


予定であり、参加している医療機関や届出数も増加しているが、届出の義務が


ないこと、患者の予後を把握することが困難であることなどいくつかの問題が


ある。 


 


このため、個人情報の保護を徹底しつつ、こうした問題を解決し、患者を含


めた国民ががん登録情報をより有効に活用できるよう、法的位置付けの検討も
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含めて、がん登録を円滑に推進するための体制整備を図ることが必要である。 


 


４ 働く世代や小児へのがん対策の充実 


 


毎年２０歳から６４歳までの約２２万人ががんに罹患し、約７万人ががんで


死亡している。また、がんは４０代より死因の第１位となり、がんは高齢者の


みならず働く世代にとっても大きな問題である。 


 


働く世代ががんに罹患し社会から離れることによる影響は、本人のみならず


家族や同僚といった周りの人にも及ぶ。こうした影響を少なくするため、働く


世代へのがん対策を充実させ、がんをなるべく早期に発見するとともに、がん


患者等が適切な医療や支援により社会とのつながりを維持し、生きる意欲を持


ち続けられるような社会づくりが求められている。 


 


このため、働く世代のがん検診受診率を向上させるための対策、年齢調整死


亡率が上昇している乳がん・子宮頸がんといった女性のがんへの対策、がんに


罹患したことに起因する就労を含めた社会的な問題等への対応が必要である。 


 


また、小児についても、がんは病死原因の第１位であり、大きな問題である。


医療機関や療育・教育環境の整備、相談支援や情報提供の充実などが求められ


ており、小児がん対策についても充実を図ることが必要である。 


 


第３ 全体目標 


 


がん患者を含めた国民が、様々ながんの病態に応じて、安心かつ納得できる


がん医療や支援を受けられるようにすること等を目指して、「がんによる死亡者


の減少」と「全てのがん患者とその家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維持向


上」に「がんになっても安心して暮らせる社会の構築」を新たに加え、平成１


９（２００７）年度から１０年間の全体目標として設定する。 


 


１ がんによる死亡者の減少 


 


平成１９（２００７）年度に掲げた１０年間の目標である「がんの年齢調整


死亡率（７５歳未満）の２０％減少」について、年齢調整死亡率は減少傾向で


あるが、昨今は減少傾向が鈍化している。今後５年間で、新たに加えた分野別


施策を含めてより一層がん対策を充実させ、がんによる死亡者を減少させるこ
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とを目標とする。 


 


２ 全てのがん患者とその家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維持向上 


 


がん患者の多くは、がん性疼痛や、治療に伴う副作用・合併症等の身体的苦


痛だけでなく、がんと診断された時から不安や抑うつ等の精神心理的苦痛を抱


えている。また、その家族も、がん患者と同様に様々な苦痛を抱えている。  


 


さらに、がん患者とその家族は、療養生活の中で、こうした苦痛に加えて、


安心・納得できるがん医療や支援を受けられないなど、様々な困難に直面して


いる。 


 


このため、がんと診断された時からの緩和ケアの実施はもとより、がん医療


や支援の更なる充実等により、「全てのがん患者とその家族の苦痛の軽減と療養


生活の質の維持向上」を実現することを目標とする。 


 


３ がんになっても安心して暮らせる社会の構築 


  


 がん患者とその家族は、社会とのつながりを失うことに対する不安や仕事と


治療の両立が難しいなど社会的苦痛も抱えている。  


 


 このため、これまで基本法に基づき、がんの予防、早期発見、がん医療の均


てん化、研究の推進等を基本的施策として取り組んできたが、がん患者とその


家族の精神心理的・社会的苦痛を和らげるため、新たに、がん患者とその家族


を社会全体で支える取組を実施することにより、「がんになっても安心して暮ら


せる社会の構築」を実現することを目標とする。 


 


第４ 分野別施策と個別目標 


 


１．がん医療 


（１）放射線療法、化学療法、手術療法の更なる充実とチーム医療の推進 


（現状） 


がん医療の進歩は目覚ましく、平成１２（２０００）年から平成１４（２０


０２）年までに診断された全がんの５年相対生存率は５７％と３年前に比べて


約３％上昇しており、年齢調整死亡率も１９９０年代後半から減少傾向にある


が、一方で原発巣による予後の差は大きく、膵臓がん、肝臓がん、肺がんの５
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年相対生存率はそれぞれ６％、２７％、２９％と依然として低い現状にある。 


 


このため、特に日本に多いがん（肺・胃・肝・大腸・乳）を中心に、手術療


法、放射線療法、化学療法などを効果的に組み合わせた集学的治療や緩和ケア


の提供とともにがん患者の病態に応じた適切な治療の普及に努め、拠点病院を


中心に院内のクリティカルパス（検査と治療等を含めた診療計画表をいう。）を


策定し、キャンサーボード（各種がん治療に対して専門的な知識を有する複数


の医師等が患者の治療方針等について総合的に検討するカンファレンスをい


う。）などを整備してきた。また、放射線療法や化学療法に携わる専門的な知識


と技能を有する医師をはじめとする医療従事者の配置やリニアックなどの放射


線治療機器の整備など、特に放射線療法と化学療法の推進を図ってきた。 


 


しかし、これまで医療体制の量的な整備が進められてきた一方、患者が自分


の病状や検査・治療内容、それに伴う副作用・合併症などについて適切な説明


を受け、十分に理解した上で自身の判断で治療方針などに対して拒否や合意を


選択するインフォームド・コンセントが十分に行われていない、あるいは、患


者やその家族が治療法を選択する上で第三者である医師に専門的見解を求める


ことができるセカンドオピニオンが十分に活用されていないなど、患者やその


家族の視点に立った医療体制の質的な整備が依然として十分でないと指摘され


ている。 


 


また、近年、医療の高度化や複雑化とニーズの多様化に伴い、放射線療法や


化学療法の専門医の不足とともに外科医の不足が指摘されている。こうした医


師等への負担を軽減し診療の質を向上させるため、また、治療による身体的、


精神心理的負担を抱える患者とその家族に対して質の高い医療を提供しきめ細


やかに支援するため、多職種で医療にあたるチーム医療が強く求められるよう


になっている。 


 


この他、拠点病院を含む医療機関では、放射線治療機器や手術機器の多様化


などに伴う医療技術の施設間格差や実績の格差が生じていることから、地域で


の効率的な医療連携や役割分担などによる地域完結型の医療体制を整備する必


要性も指摘されている。 
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（取り組むべき施策）  


○チーム医療とがん医療全般に関すること 


拠点病院を中心に、医師による十分な説明と患者やその家族の理解の下、イ


ンフォームド・コンセントが行われる体制を整備し、患者の治療法等を選択す


る権利や受療の自由意思を最大限に尊重するがん医療を目指すとともに、治療


中でも、冊子や視覚教材などの分かりやすい教材を活用し、患者が自主的に治


療内容などを確認できる環境を整備する。 


 


患者とその家族の意向に応じて、専門的な知識を有する第三者の立場にある


医師に意見を求めることができるセカンドオピニオンをいつでも適切に受けら


れ、患者自らが治療法を選択できる体制を整備するとともに、セカンドオピニ


オンの活用を促進するための患者やその家族への普及啓発を推進する。 


 


学会や関連団体などは、がんの治療計画の立案に当たって、患者の希望を踏


まえつつ、標準的治療を提供できるよう、診療ガイドラインの整備を行うとと


もに、その利用実態を把握し、国内外の医学的知見を蓄積し、必要に応じて速


やかに更新できる体制を整備する。また、患者向けの診療ガイドラインや解説


の充実など、患者にとって分かりやすい情報提供に努め、国はこれを支援する。 


 


より正確で質の高い画像診断や病理診断とともに治療方針を検討できるよう、


放射線診断医や病理診断医等が参加するキャンサーボードを開催するなど、が


んに対する的確な診断と治療を行う診療体制を整備する。 


 


患者とその家族の抱える様々な負担や苦痛に対応し、安心かつ安全で質の高


いがん医療を提供できるよう、手術療法、放射線療法、化学療法の各種医療チ


ームを設置するなどの体制を整備することにより、各職種の専門性を活かし、


医療従事者間の連携と補完を重視した多職種でのチーム医療を推進する。 


 


各種がん治療の副作用・合併症の予防や軽減など、患者の更なる生活の質の


向上を目指し、医科歯科連携による口腔ケアの推進をはじめ、食事療法などに


よる栄養管理やリハビリテーションの推進など、職種間連携を推進する。 


 


患者とその家族に最も近い職種として医療現場での生活支援にも関わる看護


領域については、外来や病棟などでのがん看護体制の更なる強化を図る。 


 


また、患者の安全を守るため、様々な医療安全管理の取組が進められてきた
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ところであるが、診療行為には一定の危険性が伴うことを踏まえ、医療従事者


等が協力して、がん医療の質と安全の確保のための取組を一層推進する。 


 


腫瘍センターなどのがん診療部を設置するなど、各診療科の横のつながりを


重視した診療体制の構築に努める。 


 


この他、質の高いがん医療を推進する一環として、国や地方公共団体は拠点


病院をはじめとする入院医療機関とともに地域の医療機関の連携と役割分担を


図り、特に高度な技術と設備等を必要とする医療については地域性に配慮した


計画的な集約化を図る。 


 


○放射線療法の推進 


国や地方公共団体は、拠点病院をはじめとする入院医療機関などと、放射線


療法の質を確保し、地域格差を是正し均てん化を図るとともに、人員不足を解


消する取組に加えて、一部の疾患や強度変調放射線治療などの治療技術の地域


での集約化を図る。 


 


医療安全を担保した上で、情報技術を活用し、地域の医療機関との間で放射


線療法に関する連携と役割分担を図る。 


 


放射線治療機器の品質管理や質の高い安全な放射線療法を提供するため、放


射線治療の専門医、専門看護師・認定看護師、放射線治療専門放射線技師、医


学物理士など専門性の高い人材を適正に配置するとともに、多職種で構成され


た放射線治療チームを設置するなど、患者の副作用・合併症やその他の苦痛に


対しても迅速かつ継続的に対応できる診療体制を整備する。 


 


放射線治療機器については、先進的な放射線治療装置、重粒子線や陽子線治


療機器などの研究開発を推進するとともに、その進捗状況を加味し、医療従事


者等が協力して、国内での計画的かつ適正な配置を検討する。 


 


○化学療法の推進 


化学療法の急速な進歩と多様性に対応し、専門性が高く、安全で効果的な化


学療法を提供するため、化学療法の専門医やがん薬物療法認定薬剤師、がん看


護や化学療法等の専門看護師・認定看護師など、専門性の高い人材を適正に配


置するとともに、多職種で構成された化学療法チームを設置するなど、患者の


副作用・合併症やその他の苦痛に対して迅速かつ継続的に対応できる診療体制
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を通院治療を含めて整備する。 


 


○手術療法の推進 


より質の高い手術療法を提供するため、拠点病院をはじめとする入院医療機


関は、外科医の人員不足を解消し、必要に応じて放射線療法や化学療法の専門


医と連携するなど、各医療機関の状況に合わせた診療体制を整備するとともに、


学会や関係団体などと連携し、手術療法の成績の更なる向上を目指し、手術療


法の標準化に向けた評価法の確立や教育システムの整備を行う。 


 


国や地方公共団体は、拠点病院をはじめとする入院医療機関などとともに、


高度な先端技術を用いた手術療法や難治性希少がんなどに対して、地域性に配


慮した一定の集約化を図った手術療法の実施体制を検討する。 


 


手術療法による合併症予防や術後の早期回復のため、麻酔科医や手術部位な


どの感染管理を専門とする医師、口腔機能・衛生管理を専門とする歯科医師な


どとの連携を図り、質の高い周術期管理体制を整備するとともに、術中迅速病


理診断など手術療法の方針を決定する上で重要な病理診断を確実に実施できる


体制を整備する。 


 


（個別目標） 


 患者とその家族が納得して治療を受けられる環境を整備し、３年以内に全て


の拠点病院にチーム医療の体制を整備することを目標とする。 


診療ガイドラインの整備など、手術療法、放射線療法、化学療法の更なる質


の向上を図るとともに、地域での各種がん治療に関する医療連携を推進するこ


とにより、安心かつ安全な質の高いがん医療の提供を目標とする。 


 


（２） がん医療に携わる専門的な医療従事者の育成 


（現状） 


がんの専門医の育成に関しては、厚生労働省では、平成１９（２００７）年


からｅラーニングを整備し、学会認定専門医の育成支援を行っている。また、


文部科学省では、平成１９（２００７）年度から平成２３（２０１１）年度ま


でに「がんプロフェッショナル養成プラン」を実施し、大学では、放射線療法


や化学療法、緩和ケア等のがん医療に専門的に携わる医師、薬剤師、看護師、


診療放射線技師、医学物理士等の医療従事者の育成を行っている。その他、国、


学会、拠点病院を中心とした医療機関、関係団体、独立行政法人国立がん研究


センター（以下「国立がん研究センター」という。）などで、医療従事者を対象
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として様々な研修が行われ、がん診療に携わる専門的な薬剤師、看護師等の認


定や育成を行っている。 


 


しかし一方で、放射線療法、化学療法、緩和ケア、口腔ケア等のがん医療に


専門的に携わる医師や歯科医師をはじめ、薬剤師や看護師等の医療従事者の育


成が依然として不十分である他、多様化かつ細分化した学会認定専門医制度に


なっており、専門医の質の担保や各医療機関の専門医の情報が国民に分かりや


すく提供されていないなどの指摘がある。 


 


（取り組むべき施策）  


質の高いがん医療が提供できるよう、より効率的かつ学習効果の高い教材の


開発や学習効果に対する評価、大学間連携による充実した教育プログラムの実


施等により、がん関連学会と大学などが協働して専門医や専門医療従事者の育


成を推進する。 


 


大学に放射線療法、化学療法、手術療法、緩和ケアなど、がん診療に関する


教育を専門的かつ臓器別にとらわれない教育体制（例えば「臨床腫瘍学講座」


や「放射線腫瘍学講座」など）を整備するよう努める。 


 


がん医療に携わる医療従事者の育成に関わる様々な研修を整理し、より効率


的な研修体制を検討するとともに、国、学会、拠点病院を中心とした医療機関、


関係団体、国立がん研究センター等は、研修の質の維持向上に努め、引き続き、


地域のがん医療を担う医療従事者の育成に取り組む。また、医療機関でもこう


した教育プログラムへ医療従事者が参加しやすい環境を整備するよう努める。 


 


（個別目標） 


 ５年以内に、拠点病院をはじめとした医療機関の専門医配置の有無等、がん


患者にとって分かりやすく提示できる体制の整備を目標とする。 


また、関連学会などの協働を促し、がん診療に携わる専門医のあり方を整理


するとともに、地域のがん医療を担う専門の医療従事者の育成を推進し、がん


医療の質の向上を目標とする。 


 


（３） がんと診断された時からの緩和ケアの推進 


（現状） 


緩和ケアとは、「生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家


族に対して、痛みやその他の身体的問題、心理社会的問題、スピリチュアルな
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問題を早期に発見し、的確なアセスメントと対処を行うことによって、 苦しみ


を予防し、和らげることで、ＱＯＬを改善するアプローチである」（世界保健


機関より）とされている。したがって、緩和ケアは精神心理的、社会的苦痛を


含めた全人的な対応が必要であり、その対象者は、患者のみならず、その家族


や遺族も含まれている。 


 


このため、前基本計画の重点課題に「治療の初期段階からの緩和ケアの実施」


を掲げ、全ての拠点病院を中心に、緩和ケアチームを整備するとともに、がん


診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催の他、緩和ケアの地域連携な


どについても取り組んできた。 


 


しかし、日本の医療用麻薬消費量は増加傾向にあるが、欧米先進諸国と比較


すると依然として少なく、がん性疼痛に苦しむがん患者の除痛がまだ十分に行


われていないことが推測される他、がんと診断された時から、身体的苦痛だけ


でなく、不安や抑うつなどの精神心理的苦痛、就業や経済負担などの社会的苦


痛など、患者とその家族が抱える様々な苦痛に対して、迅速かつ適切な緩和ケ


アががん診療の中でまだ十分に提供されていない。 


 


また、拠点病院に設置されている専門的緩和ケアを提供すべき緩和ケアチー


ムの実績や体制等に質の格差が見られる他、専門的な緩和ケアを担う医療従事


者が不足している。さらに、こうした緩和ケアの質を継続的に評価し還元でき


る体制も不十分である。 


 


この他、国民の医療用麻薬への誤解や緩和ケアが終末期を対象としたものと


する誤った認識があるなど、依然として国民に対して緩和ケアの理解や周知が


進んでいない。 


 


（取り組むべき施策）  


患者とその家族が抱える様々な苦痛に対する全人的なケアを診断時から提供


し、確実に緩和ケアを受けられるよう、患者とその家族が抱える苦痛を適切に


汲み上げ、がん性疼痛をはじめとする様々な苦痛のスクリーニングを診断時か


ら行うなど、がん診療に緩和ケアを組み入れた診療体制を整備する。また、患


者とその家族等の心情に対して十分に配慮した、診断結果や病状の適切な伝え


方についても検討を行う。 


 


拠点病院を中心に、医師をはじめとする医療従事者の連携を図り、緩和ケア
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チームなどが提供する専門的な緩和ケアへの患者とその家族のアクセスを改善


するとともに、個人・集団カウンセリングなど、患者とその家族や遺族などが


いつでも適切に緩和ケアに関する相談や支援を受けられる体制を強化する。 


 


専門的な緩和ケアの質の向上のため、拠点病院を中心に、精神腫瘍医をはじ


め、がん看護の専門看護師・認定看護師、社会福祉士、臨床心理士等の適正配


置を図り、緩和ケアチームや緩和ケア外来の診療機能の向上を図る。 


 


拠点病院をはじめとする入院医療機関が在宅緩和ケアを提供できる診療所な


どと連携し、患者とその家族の意向に応じた切れ目のない在宅医療の提供体制


を整備するとともに、急変した患者や医療ニーズの高い要介護者の受入れ体制


を整備する。 


 


がん性疼痛で苦しむ患者をなくすため、多様化する医療用麻薬をはじめとし


た身体的苦痛緩和のための薬剤の迅速かつ適正な使用と普及を図る。また、精


神心理的・社会的苦痛にも対応できるよう、医師だけでなく、がん診療に携わ


る医療従事者に対する人材育成を進め、基本的な緩和ケア研修を実施する体制


を構築する。 


 


学会などと連携し、精神心理的苦痛に対するケアを推進するため、精神腫瘍


医や臨床心理士等の心のケアを専門的に行う医療従事者の育成に取り組む。 


 


これまで取り組んできた緩和ケア研修会の質の維持向上を図るため、患者の


視点を取り入れつつ、研修内容の更なる充実とともに、必要に応じて研修指導


者の教育技法などの向上を目指した研修を実施する。 


 


医療従事者に対するがんと診断された時からの緩和ケア教育のみならず、大


学等の教育機関では、実習などを組み込んだ緩和ケアの実践的な教育プログラ


ムを策定する他、医師の卒前教育を担う教育指導者を育成するため、医学部に


緩和医療学講座を設置するよう努める。 


 


緩和ケアの意義やがんと診断された時からの緩和ケアが必要であることを国


民や医療・福祉従事者などの対象者に応じて効果的に普及啓発する。 


 


（個別目標） 


 関係機関などと協力し、３年以内にこれまでの緩和ケアの研修体制を見直し、
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５年以内に、がん診療に携わる全ての医療従事者が基本的な緩和ケアを理解し、


知識と技術を習得することを目標とする。特に拠点病院では、自施設のがん診


療に携わる全ての医師が緩和ケア研修を修了することを目標とする。  


また、３年以内に、拠点病院を中心に、緩和ケアを迅速に提供できる診療体


制を整備するとともに、緩和ケアチームや緩和ケア外来などの専門的な緩和ケ


アの提供体制の整備と質の向上を図ることを目標とする。 


 こうした取組により、患者とその家族などががんと診断された時から身体


的・精神心理的・社会的苦痛などに対して適切に緩和ケアを受け、こうした苦


痛が緩和されることを目標とする。 


 


（４） 地域の医療・介護サービス提供体制の構築 


（現状）  


医療提供体制については、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく


科学的根拠に基づく適切ながん医療を受けることができるよう拠点病院の整備


が進められてきた。 平成２４（２０１２）年４月現在、３９７の拠点病院が整


備され、２次医療圏に対する拠点病院の整備率は６８％となっている。 


 


しかし、近年、拠点病院間に診療実績の格差があることに加え、診療実績や


支援の内容が分かりやすく国民に示されていないとの指摘がある。また、拠点


病院は、２次医療圏に原則１つとされているため、既に同じ医療圏に拠点病院


が指定されている場合は、原則指定することができない。さらに、国指定の拠


点病院に加え、都府県が独自の要件に従ってがん医療を専門とする病院を指定


しているため、患者にとって分かりにくいとの指摘もあり、新たな課題が浮か


び上がっている。 


 


地域連携については、がん医療の均てん化を目的に、地域の医療連携のツー


ルとして、平成２０（２００８）年より地域連携クリティカルパスの整備が開


始された。 


 


しかし、多くの地域で地域連携クリティカルパスが十分に機能しておらず、


十分な地域連携の促進につながっていないと指摘されている。 


 


また、在宅医療・介護サービスについては、がん患者の間でもそのニーズが


高まっているが、例えば、がん患者の自宅での死亡割合は過去５年間大きな変


化が見られていない。 
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こうした状況の中、施設中心の医療から生活の場で必要な医療・介護サービ


スを受けられる体制を構築することにより、住み慣れた場で安心して自分らし


い生活を送ることのできる社会の実現が求められている。 


 


そのため、入院医療機関では、在宅療養を希望する患者に対し、患者とその


家族に十分に説明した上で、円滑に切れ目なく在宅医療・介護サービスへ移行


できるよう適切に対応することが必要である。また、在宅医療や介護を担う医


療福祉従事者の育成に当たっては、在宅療養中のがん患者が非がん患者と比較


して症状が不安定な場合が多いことを踏まえ、がん患者への医療・介護サービ


スについて、よりきめ細かな知識と技術を習得させることが必要である。さら


に、市町村等でも、急速な病状の変化に対応し、早期に医療・介護サービスが


提供されるよう、各制度の適切な運用が求められている。 


 


（取り組むべき施策）  


拠点病院のあり方（拠点病院の指定要件、拠点病院と都道府県が指定する拠


点病院の役割、国の拠点病院に対する支援、拠点病院と地域の医療機関との連


携、拠点病院を中心とした地域のがん医療水準の向上、国民に対する医療・支


援や診療実績等の情報提供の方法、拠点病院の客観的な評価、地域連携クリテ


ィカルパスの運用等）について、各地域の医療提供体制を踏まえた上で検討す


る。 


 


拠点病院は、在宅緩和ケアを提供できる医療機関などとも連携して、医療従


事者の在宅医療に対する理解を一層深めるための研修などを実施するとともに、


患者とその家族が希望する療養場所を選択でき、切れ目なく質の高い緩和ケア


を含めた在宅医療・介護サービスを受けられる体制を実現するよう努める。ま


た、国はこうした取組を支援する。 


 


地域連携や在宅医療・介護サービスについては、患者の複雑な病態や多様な


ニーズにも対応できるよう、地域の経験や創意を取り入れ、多様な主体が役割


分担の下に参加する、地域完結型の医療・介護サービスを提供できる体制の整


備、各制度の適切な運用とそれに必要な人材育成を進める。 


 


（個別目標） 


がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく質の高いがん医療を受けら


れるよう、３年以内に拠点病院のあり方を検討し、５年以内に検討結果を踏ま


えてその機能を更に充実させることを目標とする。 
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また、がん患者が住み慣れた家庭や地域での療養や生活を選択できるよう在


宅医療・介護サービス提供体制の構築を目標とする。 


 


（５） 医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組 


（現状） 


がん医療の進歩は目覚ましいが、治験着手の遅れ、治験の実施や承認審査に


時間がかかる等の理由で、欧米で標準的に使用されている医薬品・医療機器が


日本で使用できない状況であるいわゆる「ドラッグ・ラグ」「デバイス・ラグ」


が問題となっている。 


 


こうした問題に取り組むため、政府では「革新的医薬品・医療機器創出のた


めの５か年戦略」（平成１９（２００７）年）、「新たな治験活性化５カ年計画」


（平成１９（２００７）年）、「医療機器の審査迅速化アクションプログラム」（平


成２０（２００８）年）に基づき医薬品・医療機器の早期開発・承認に向けた


取組が行われ、審査期間の短縮等が図られてきている。 


 


また、欧米では使用が認められているが、国内では承認されていない医薬品


や適応（未承認薬・適応外薬）に係る要望の公募を実施し、「医療上の必要性の


高い未承認薬・適応外薬検討会議」の中で、医療上の必要性を判断し、企業へ


の開発要請や開発企業の募集を行う取組が平成２１（２００９）年より進めら


れている。 


 


 具体的には、学会や患者団体等から平成２１（２００９）年当時、未承認薬


のみならず、適応外薬についても多くの要望が提出され、そのうち医療上の必


要性の高い未承認薬・適応外薬について、承認に向けた取組が進められている。 


 


しかしながら、国際水準の質の高い臨床研究を行うための基盤整備が十分で


ないほか、がんの集学的治療開発を推進するための研究者主導臨床試験を実施


する基盤も不十分である。特に希少がん・小児がんについては患者の数が少な


く治験が難しいためドラッグ・ラグの更なる拡大が懸念されており、一層の取


組が求められている。 


 


（取り組むべき施策） 


質の高い臨床研究を推進するため、国際水準の臨床研究の実施や研究者主導


治験の中心的役割を担う臨床研究中核病院（仮称）を整備していくほか、引き


続き研究者やＣＲＣ（臨床研究コーディネーター）等の人材育成に努める。 
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独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「ＰＭＤＡ」という。）は、引き


続き薬事戦略相談事業を継続するなど体制を強化しつつ、ＰＭＤＡと大学・ナ


ショナルセンター等の人材交流を進め、先端的な創薬・医療機器等の開発に対


応できる審査員の育成を進めていく。 


 


未承認薬・適応外薬の開発を促進するため、引き続き、「医療上の必要性の高


い未承認薬・適応外薬検討会議」を定期的に開催し、欧米等で承認等されてい


るが国内で未承認・適応外の医薬品等であって医療上必要性が高いと認められ


るものについて、関係企業に治験実施等の開発を要請する取組を行う。また、


こうした要請に対して企業が治験に取り組めるよう、企業治験を促進するため


の方策を、既存の取組の継続も含めて検討する。未承認薬のみならず適応外薬


も含め、米国等の承認の状況を把握するための取組に着手する。 


 


「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」の中で、医療上の必


要性が高いと判断されたにもかかわらず、長期間治験が見込まれない抗がん剤


についても、保険外併用療養費制度の先進医療の運用を見直し、先進医療の迅


速かつ適切な実施について取り組んでいく。 


 


なお、がんを含め、致死的な疾患等で他の治療法がない場合に、未承認薬や


適応外薬を医療現場でより使いやすくするための方策については、現行制度の


基本的な考え方や患者の安全性の確保といった様々な観点や課題を踏まえつつ、


従前からの議論を継続する。 


 


希少疾病用医薬品・医療機器について、専門的な指導・助言体制を有する独


立行政法人医薬基盤研究所を活用するなど、より重点的な開発支援を進めるた


めの具体的な対策を検討する。 


 


臨床研究や治験を進めるためには患者の参加が不可欠であることから、国や


研究機関等は、国民や患者の目線に立って、臨床研究・治験に対する普及啓発


を進め、患者に対して臨床研究・治験に関する適切な情報提供に努める。 


 


（個別目標） 


 医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けて、臨床研究中核病院（仮称）


の整備、ＰＭＤＡの充実、未承認薬・適応外薬の治験の推進、先進医療の迅速


かつ適切な実施等の取組を一層強化し、患者を含めた国民の視点に立って、有
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効で安全な医薬品・医療機器を迅速に提供するための取組を着実に実施するこ


とを目標とする。 


 


（６） その他 


〈希少がん〉 


（現状） 


希少がんについては、様々な希少がんが含まれる小児がんをはじめ、様々な


臓器に発生する肉腫、口腔がん、成人Ｔ細胞白血病（以下「ＡＴＬ」という。）


など、数多くの種類が存在するが、それぞれの患者の数が少なく、専門とする


医師や施設も少ないことから、診療ガイドラインの整備や有効な診断・治療法


を開発し実用化することが難しく、現状を示すデータや医療機関に関する情報


も少ない。 


 


（取り組むべき施策） 


患者が安心して適切な医療を受けられるよう、専門家による集学的医療の提


供などによる適切な標準的治療の提供体制、情報の集約・発信、相談支援、研


究開発等のあり方について、希少がんが数多く存在する小児がん対策の進捗等


も参考にしながら検討する。 


 


（個別目標）  


中間評価に向けて、希少がんについて検討する場を設置し、臨床研究体制の


整備とともに個々の希少がんに見合った診療体制のあり方を検討する。 


 


〈病理診断〉 


（現状） 


 病理診断医については、これまで拠点病院では、病理・細胞診断の提供体制


の整備を行ってきたが、依然として病理診断医の不足が深刻な状況にある。 


 


（取り組むべき施策） 


若手病理診断医の育成をはじめ、細胞検査士等の病理関連業務を専門とする


臨床検査技師の適正配置などを行い、さらに病理診断を補助する新たな支援の


あり方や病理診断システムや情報技術の導入、中央病理診断などの連携体制の


構築などについて検討し、より安全で質の高い病理診断や細胞診断の均てん化


に取り組む。 


 


（個別目標） 
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３年以内に、拠点病院などで、病理診断の現状を調査し、がん診療の病理診


断体制のあり方などについて検討する。 


 


〈リハビリテーション〉 


（現状） 


リハビリテーションについては、治療の影響から患者の嚥下や呼吸運動など


の日常生活動作に障害が生じることがあり、また、がん患者の病状の進行に伴


い、次第に日常生活動作に次第に障害を来し、著しく生活の質が悪化すること


がしばしば見られることから、がん領域でのリハビリテーションの重要性が指


摘されている。 


 


（取り組むべき施策） 


がん患者の生活の質の維持向上を目的として、運動機能の改善や生活機能の


低下予防に資するよう、がん患者に対する質の高いリハビリテーションについ


て積極的に取り組む。 


 


（個別目標） 


拠点病院などで、がんのリハビリテーションに関わる医療従事者に対して質


の高い研修を実施し、その育成に取り組む。 


 


２． がんに関する相談支援と情報提供 


（現状）  


医療技術の進歩や情報端末の多様化に伴い多くの情報があふれる中、患者や


その家族が医療機関や治療の選択に迷う場面も多くなっていることから、これ


まで拠点病院を中心に相談支援センターが設置され、患者とその家族のがんに


対する不安や疑問に対応してきた。 


 


また、国立がん研究センターでは、様々ながんに関連する情報の収集、分析、


発信、さらに相談員の研修や各種がんに関する小冊子の作成配布等、相談支援


と情報提供の中核的な組織として活動を行ってきた。 さらに、学会、医療機関、


患者団体、企業等を中心として、がん患者サロンや患者と同じような経験を持


つ者による支援（ピア・サポート）などの相談支援や情報提供に係る取組も広


がりつつある。 


 


しかしながら、患者とその家族のニーズが多様化している中、相談支援セン


ターの実績や体制に差がみられ、こうした差が相談支援や情報提供の質にも影
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響していることが懸念されている。また、相談に対応可能な人員が限られる中、


最新の情報を正確に提供し、精神心理的にも患者とその家族を支えることので


きる体制の構築などの課題が指摘されている。 


 


（取り組むべき施策）  


国・地方公共団体・拠点病院等の各レベルでどのような情報提供と相談支援


をすることが適切か明確にし、学会、医療機関、患者団体、企業等の力も導入


したより効率的・効果的な体制構築を進める。 


 


拠点病院は、相談支援センターの人員確保、院内・院外の広報、相談支援セ


ンター間の情報共有や協力体制の構築、相談者からフィードバックを得るなど


の取組を実施するよう努め、国はこうした取組を支援する。 


 


拠点病院は、相談支援センターと院内診療科との連携を図り、特に精神心理


的苦痛を持つ患者とその家族に対して専門家による診療を適切な時期に提供す


るよう努める。 


 


がん患者の不安や悩みを軽減するためには、がんを経験した者もがん患者に


対する相談支援に参加することが必要であることから、国と地方公共団体等は、


ピア・サポートを推進するための研修を実施するなど、がん患者・経験者との


協働を進め、ピア・サポートをさらに充実するよう努める。 


 


国立がん研究センターは、相談員に対する研修の充実や情報提供・相談支援


等を行うとともに、希少がんや全国の医療機関の状況等についてもより分かり


やすく情報提供を行い、全国の中核的機能を担う。 


 


ＰＭＤＡは、関係機関と協力し、副作用の情報収集・評価と患者への情報提


供を行う。 


 


（個別目標） 


 患者とその家族のニーズが多様化している中、地方公共団体、学会、医療機


関、患者団体等との連携の下、患者とその家族の悩みや不安を汲み上げ、がん


の治療や副作用・合併症に関する情報も含めて必要とする最新の情報を正しく


提供し、きめ細やかに対応することで、患者とその家族にとってより活用しや


すい相談支援体制を早期に実現することを目標とする。 
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３． がん登録 


（現状）  


がんの罹患数や罹患率、生存率、治療効果の把握など、がん対策の基礎とな


るデータを得ることにより、エビデンスに基づいたがん対策や質の高いがん医


療を実施するため、また、国民や患者への情報提供を通じてがんに対する理解


を深めるためにもがん登録は必須である。 


 


地域がん登録は健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第１６条に基づき


平成２４（２０１２）年１月現在、４５道府県で実施され、平成２４（２０１


２）年度中に全都道府県が実施する予定となっている。また、地域がん登録へ


の積極的な協力と院内がん登録の実施は拠点病院の指定要件であり、拠点病院


で全国の約６割の患者をカバーしていると推定されている。平成２３（２０１


１）年５月、国立がん研究センターが拠点病院の院内がん登録情報を初めて公


開した。 


 


地域がん登録の取組は徐々に拡大し、登録数も平成１９（２００７）年３５


万件から平成２２（２０１０）年５９万件へと順調に増加しているが、医療機


関に届出の義務はなく、職員も不足している等の理由から院内がん登録の整備


が不十分であること、現在の制度の中で、患者の予後情報を得ることは困難又


はその作業が過剰な負担となっていること、地域がん登録は各都道府県の事業


であるため、データの収集、予後調査の方法、人員、個人情報保護の取扱いな


どの点でばらつきがみられることなどが課題としてあげられる。 さらに、国の


役割についても不明確であり、こうした理由から、地域がん登録データの精度


が不十分であり、データの活用（国民への還元）が進んでいないとの指摘があ


る。 


 


（取り組むべき施策）  


法的位置付けの検討も含めて、効率的な予後調査体制を構築し、地域がん登


録の精度を向上させる。また、地域がん登録を促進するための方策を、既存の


取組の継続も含めて検討する。 


 


国、地方公共団体、医療機関等は、地域がん登録の意義と内容について周知


を図るとともに、将来的には検診に関するデータや学会による臓器がん登録等


と組み合わせることによって更に詳細にがんに関する現状を分析していくこと


を検討する。 
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国立がん研究センターは、拠点病院等への研修、データの解析・発信、地域・


院内がん登録の標準化への取組等を引き続き実施し、各医療機関は院内がん登


録に必要な人材を確保するよう努める。 


 


（個別目標） 


５年以内に、法的位置付けの検討も含め、効率的な予後調査体制の構築や院


内がん登録を実施する医療機関数の増加を通じて、がん登録の精度を向上させ


ることを目標とする。 


また、患者の個人情報の保護を徹底した上で、全てのがん患者を登録し、予


後調査を行うことにより、正確ながんの罹患数や罹患率、生存率、治療効果等


を把握し、国民、患者、医療従事者、行政担当者、研究者等が活用しやすいが


ん登録を実現することを目標とする。 


 


４．がんの予防 


（現状）  


がんの原因は、喫煙（受動喫煙を含む）、食生活、運動等の生活習慣、ウイル


スや細菌への感染など様々なものがある。特に、喫煙が肺がんをはじめとする


種々のがんの原因となっていることは、科学的根拠をもって示されている。 


 


たばこ対策については、「２１世紀における国民健康づくり運動」や健康増


進法に基づく受動喫煙対策を行ってきたが、平成１７（２００５）年に「たば


この規制に関する世界保健機関枠組条約」が発効したことから、日本でも、同


条約の締約国として、たばこ製品への注意文言の表示強化、広告規制の強化、


禁煙治療の保険適用、公共の場は原則として全面禁煙であるべき旨の通知の発


出等対策を行ってきた。また、平成２２（２０１０）年１０月には、国民の健


康の観点から、たばこの消費を抑制するという考え方の下、１本あたり３．５


円のたばこ税率の引上げを行った。 


 


こうした取組により、成人の喫煙率は、２４．１％（平成１９（２００７）


年）から１９．５％（平成２２（２０１０）年）と減少したところであるが、


男性の喫煙率は、３２．２％（平成２２（２０１０）年）と諸外国と比較する


と依然高い水準である。 


また、成人の喫煙者のうち、禁煙を希望している者は、２８．９％（平成１


９（２００７）年）から３７．６％（平成２２（２０１０）年）と増加してい


る。 
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受動喫煙の機会を有する者の割合については、行政機関は１６．９％（平成


２０（２００８）年）、医療機関は１３．３％（平成２０（２００８）年）とな


っている。一方、職場の受動喫煙の状況については、「全面禁煙」又は「喫煙室


を設けそれ以外を禁煙」のいずれかの措置を講じている事業所の割合が６４％、


職場で受動喫煙を受けている労働者が４４％（平成２３（２０１１）年）とさ


れ、職場の受動喫煙に対する取組が遅れている。また、家庭で日常的に受動喫


煙の機会を有する者の割合は１０．７％（平成２２（２０１０）年）、飲食店で


受動喫煙の機会を有する者の割合は５０．１％（平成２２（２０１０）年）と


なっている。 


 


また、ウイルスや細菌への感染は、男性では喫煙に次いで２番目、女性では


最もがんの原因として寄与が高い因子とされている。例えば、子宮頸がんの発


がんと関連するヒトパピローマウイルス（以下「ＨＰＶ」という。）、肝がん


と関連する肝炎ウイルス、ＡＴＬと関連するヒトＴ細胞白血病ウイルス１型（以


下「ＨＴＬＶ－１」という。）、胃がんと関連するヘリコバクター・ピロリな


どがある。この対策として、子宮頸がん予防（ＨＰＶ）ワクチン接種の推進、


肝炎ウイルス検査体制の整備、ＨＴＬＶ－１の感染予防対策等を実施している。 


 


がんと関連する生活習慣等については、「２１世紀における国民健康づくり


運動」等で普及・啓発等を行ってきたが、多量に飲酒する人の割合や野菜の摂


取量に変化が見られず、果物類を摂取している人の割合が低下しているなど、


普及啓発が不十分な部分がある。 


 


（取り組むべき施策）  


たばこ対策については、喫煙率の低下と受動喫煙の防止を達成するための施


策等をより一層充実させる。具体的には、様々な企業・団体と連携した喫煙が


与える健康への悪影響に関する意識向上のための普及啓発活動の一層の推進の


他、禁煙希望者に対する禁煙支援を図るとともに、受動喫煙の防止については、


平成２２（２０１０）年に閣議決定された「新成長戦略」の工程表の中で、「受


動喫煙のない職場の実現」が目標として掲げられていることを踏まえ、特に職


場の対策を強化する。また、家庭における受動喫煙の機会を低下させるに当た


っては、妊産婦の喫煙をなくすことを含め、受動喫煙防止を推進するための普


及啓発活動を進める。 


 


感染に起因するがんへの対策のうち、ＨＰＶについては、子宮頸がん予防（Ｈ


ＰＶ）ワクチンの普及啓発、ワクチンの安定供給に努めるとともにワクチン接
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種の方法等のあり方について検討を行う。また、引き続き子宮頸がん検診につ


いても充実を図る。肝炎ウイルスについては、肝炎ウイルス検査体制の充実や


普及啓発を通じて、肝炎の早期発見・早期治療につなげることにより、肝がん


の発症予防に努める。また、Ｂ型肝炎ウイルスワクチンの接種の方法等のあり


方について検討を行う。ＨＴＬＶ－１については、感染予防対策等に引き続き


取り組む。ヘリコバクター・ピロリについては、除菌の有用性について内外の


知見をもとに検討する。 


 


その他の生活習慣等については、「飲酒量の低減」、「定期的な運動の継続」、


「適切な体重の維持」、「野菜・果物摂取量の増加」、「食塩摂取量の減少」


等の日本人に推奨できるがん予防法について、効果的に普及啓発等を行う。 


 


（個別目標） 


 喫煙率については、平成３４（２０２２）年度までに、禁煙希望者が禁煙す


ることにより成人喫煙率を１２％とすることと、未成年者の喫煙をなくすこと


を目標とする。さらに、受動喫煙については、行政機関及び医療機関は平成３


４（２０２２）年度までに受動喫煙の機会を有する者の割合を０％、職場につ


いては、事業者が「全面禁煙」又は「喫煙室を設けそれ以外を禁煙」のいずれ


かの措置を講じることにより、平成３２（２０２０）年までに、受動喫煙の無


い職場を実現することを目標とする。また、家庭、飲食店については、喫煙率


の低下を前提に、受動喫煙の機会を有する者の割合を半減することにより、平


成３４（２０２２）年度までに家庭は３％、飲食店は１５％とすることを目標


とする。 


また、感染に起因するがんへの対策を推進することにより、がんを予防する


ことを目標とする。 


さらに、生活習慣改善については、「ハイリスク飲酒者の減少」、「運動習


慣者の増加」、「野菜と果物の摂取量の増加」、「塩分摂取量の減少」等を目


標とする。 


 


５．がんの早期発見 


（現状）  


がん検診は健康増進法に基づく市町村（特別区を含む。以下同じ。）の事業


として行われている。 


 


国は、平成２３（２０１１）年度までにがん検診受診率を５０％以上にする


ことを目標に掲げ、がん検診無料クーポンと検診手帳の配布や、企業との連携
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促進、受診率向上のキャンペーン等の取組を行ってきた。また、がん検診の有


効性や精度管理についても検討会を開催する等、科学的根拠に基づくがん検診


を推進してきた。さらに、地方公共団体でも、普及啓発活動や現場の工夫によ


り受診率向上のための取組を実施してきた。 


 


しかしながら、がん検診の受診率は、子宮頸がん・乳がん検診で近年上昇し、


年代によっては４０％を超えているが、依然として諸外国に比べて低く、２０％


から３０％程度である。この理由としてがん検診へのアクセスが悪い、普及啓


発が不十分であること等が指摘され、また、厚生労働省研究班によると対象者


全員に受診勧奨をしている市町村は約半数に留まっている。 


 


また、科学的根拠に基づくがん検診の実施についても十分でなく、国の指針


以外のがん種の検診を実施している市町村と国の指針以外の検診項目を実施し


ている市町村の数はそれぞれ１０００を超えている。また、精度管理を適切に


実施している市町村数は徐々に増加しているが、依然として少ない。 


  


 さらに、現状、がん検診を受けた者の４０％から５０％程度が職域で受けて


いるほか、個人でがん検診を受ける者もいる。しかしながら、職域等のがん検


診の受診率や精度管理については定期的に把握する仕組みがないことも課題と


なっている。 


 


（取り組むべき施策） 


市町村によるがん検診に加えて、職域のがん検診や、個人で受診するがん検


診、さらに、がん種によっては医療や定期健診の中でがん検診の検査項目が実


施されていることについて、その実態のより正確な分析を行う。 


 


がん検診の項目について、国内外の知見を収集し、科学的根拠のあるがん検


診の方法等について検討を行う。都道府県は市町村が科学的根拠に基づくがん


検診を実施するよう、引き続き助言を行い、市町村はこれを実施するよう努め


る。さらに、職域のがん検診についても科学的根拠のあるがん検診の実施を促


すよう普及啓発を行う。 


 


都道府県は、生活習慣病検診等管理指導協議会の一層の活用を図る等により、


がん検診の実施方法や精度管理の向上に向けた取組を検討する。 


 


精度管理の一環として、検診実施機関では、受診者へ分かりやすくがん検診
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を説明するなど、受診者の不安を軽減するよう努める。 


 


受診率向上施策については、これまでの施策の効果を検証した上で、検診受


診の手続きの簡便化、効果的な受診勧奨方法の開発、職域のがん検診との連携


など、より効率的・効果的な施策を検討する。 


 


がん検診の意義、がんの死亡率を下げるため政策として行う対策型検診と人


間ドックなどの任意型検診との違いや、がん検診で必ずがんを見つけられるわ


けではないことやがんがなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合もある


などがん検診の欠点についても理解を得られるよう普及啓発活動を進める。 


 


（個別目標） 


 ５年以内に、全ての市町村が、精度管理・事業評価を実施するとともに、科


学的根拠に基づくがん検診を実施することを目標とする。 


がん検診の受診率については、５年以内に５０％（胃、肺、大腸は当面４０％）


を達成することを目標とする。目標値については、中間評価を踏まえ必要な見


直しを行う。また、健康増進法に基づくがん検診では、年齢制限の上限を設け


ず、ある一定年齢以上の者を対象としているが、受診率の算定に当たっては、


海外諸国との比較等も踏まえ、４０歳から６９歳（子宮頸がんは２０歳から６


９歳）までを対象とする。  


がん検診の項目や方法については、国内外の知見を収集して検討し、科学的


根拠のあるがん検診の実施を目標とする。 


  


６．がん研究 


（現状） 


日本のがん研究は、平成１６（２００４）年度に策定された「第３次対がん


１０か年総合戦略」を基軸として、戦略的に推進されるとともに、これまでの


基本計画で掲げられた、難治性がんの克服や患者のＱＯＬ向上に資する研究な


ど臨床的に重要性の高い研究や、がん医療の均てん化など政策的に必要性の高


い研究に重点的に取り組んできている。 


 


また、国内のがん研究に対する公的支援は、厚生労働省、文部科学省、経済


産業省など複数の関係省庁により実施され、内閣府の総合科学技術会議と内閣


官房医療イノベーション推進室によって各省庁によるがん研究事業の企画立案


から実施状況までの評価や予算の重点化が行われ、省庁間の一定の連携が図ら


れるとともに、がん研究の推進体制や実施基盤に多様性をもたらしている。 
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しかし、依然として、多くのがん種でその本態には未だ解明されていない部


分も多く、がんの予防や根治、治療に伴う副作用の軽減等を目指した基礎研究


をさらに推進する必要がある。また、近年は、国際的に進められているがんワ


クチン開発等の免疫療法をはじめ、日本発のがん治療薬や医療機器の開発の遅


れが指摘され、特に難治性がんや小児がんを含めた希少がんについては、創薬


や機器開発をはじめとして、有効な診断・治療法を早期に開発し、実用化する


ことが求められている。 


 


また、基礎研究、臨床研究、公衆衛生研究等、全ての研究分野でその特性に


適した研究期間の設定や研究費の適正配分が行われてなく、研究に関わる専門


の人材育成等を含めた継続的な支援体制が十分に整備されていないことが、質


の高い研究の推進の障害となっている。 


 


さらに、各省庁による領域毎のがん研究の企画・設定と省庁間連携、国内の


がん研究の実施状況の全貌の把握と更なる戦略的・一体的な推進が求められて


いる。 


 


この他、全てのがん研究に関して、その明確な目標や方向性が患者や国民に


対して適切に伝えられてなく、その進捗状況を的確に把握し評価するため体制


も不十分である。 


 


（取り組むべき施策）  


ドラッグ・ラグとデバイス・ラグの解消の加速に向け、より質の高い臨床試


験の実施を目指し、がんの臨床試験を統合・調整する体制や枠組みを整備する。 


 


また、日本発の革新的な医薬品・医療機器を創出するため、がん免疫療法の


がんワクチンや抗体薬の有用性を踏まえた創薬研究をはじめ、国際水準に準拠


した上で、first-in-human 試験（医薬品や医療機器を初めてヒトに使用する試


験をいう。）、未承認薬などを用いた研究者主導臨床試験を実施するための基盤


整備と研究施設内の薬事支援部門の強化を推進する。 


 


より効率的な適応拡大試験などの推進のため、平成２４（２０１２）年度よ


り臨床試験グループの基盤整備に対する支援を図る。 


 


固形がんに対する革新的外科治療・放射線治療の実現、新たな医療機器導入
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と効果的な集学的治療法開発のため、中心となって臨床試験に取り組む施設を


整備し、集学的治療の臨床試験に対する支援を強化する。 


 


がんの特性の理解とそれに基づく革新的がん診断•治療法の創出に向け、先端


的生命科学をはじめとする優良な医療シーズ（研究開発に関する新たな発想や


技術などをいう。）を生み出すがんの基礎研究への支援を一層強化するとともに、


その基礎研究で得られた成果を臨床試験等へつなげるための橋渡し研究などへ


の支援の拡充を図る。 


 


限られた研究資源を有効に活用するため、公的なバイオバンクの構築や解析


研究拠点等の研究基盤の整備と情報の共有を促進することにより、日本人のが


んゲノム解析を推進する。 


 


国内の優れた最先端技術を応用した次世代の革新的医療機器開発を促進する。


また、実際に一定数のがん患者に対して高度標準化治療を実施している施設に


医療機器開発プラットフォームを構築し、それを活用した効率的な臨床試験の


推進に対して継続的に支援する。 


 


がんの予防方法の確立に向けて、大規模な公衆衛生研究や予防研究が効率的


に実施される体制を整備し、放射線・化学物質等の健康影響、予防介入効果、


検診有効性等の評価のための大規模疫学研究を戦略的に推進するとともに、公


衆衛生研究の更なる推進のため、個人情報保護とのバランスを保ちつつ、がん


に関する情報や行政資料を利用するための枠組みを整備する。  


 


社会でのがん研究推進全般に関する課題を解決するため、研究成果に対する


透明性の高い評価制度を確立・維持するとともに、がん研究全般の実施状況と


その成果を国民に積極的に公開することにより、がん研究に対する国民やがん


患者の理解の深化を図り、がん患者が主体的に臨床研究に参画しやすい環境を


整備する。 


 


がん登録の更なる充実を通じて、がん政策科学へのエビデンスの提供を推進


するとともに、 予防・検診・診断ガイドラインの作成や、がん予防の実践、が


ん検診の精度管理、がん医療の質評価、患者の経済的負担や就労等に関する政


策研究に対して効果的な研究費配分を行う。 


 


若手研究者（リサーチ・レジデント等）や研究専門職の人材をはじめとする
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がん研究に関する人材の戦略的育成や、被験者保護に配慮しつつ倫理指針の改


定を行うとともに、研究と倫理審査等の円滑な運用に向けた取組を行う。 


 


（個別目標） 


国は、「第３次対がん１０か年総合戦略」が平成２５（２０１３）年度に終了


することから、２年以内に、国内外のがん研究の推進状況を俯瞰し、がん研究


の課題を克服し、企画立案の段階から基礎研究、臨床研究、公衆衛生学的研究、


政策研究等のがん研究分野に対して関係省庁が連携して戦略的かつ一体的に推


進するため、今後のあるべき方向性と具体的な研究事項等を明示する新たな総


合的ながん研究戦略を策定することを目標とする。 


また、新たながん診断・治療法やがん予防方法など、がん患者の視点に立っ


て実用化を目指した研究を効率的に推進するため、がん患者の参画などを図り、


関係省庁の連携や研究者間の連携を促進する機能を持った体制を整備し、有効


で安全ながん医療をがん患者を含めた国民に速やかに提供することを目標とす


る。 


 


７．小児がん 


（現状）  


「がん」は小児の病死原因の第１位である。小児がんは、成人のがんと異な


り生活習慣と関係なく、乳幼児から思春期、若年成人まで幅広い年齢に発症し、


希少で多種多様ながん種からなる。 


 


一方、小児がんの年間患者の数は２０００人から２５００人と少ないが、小


児がんを扱う施設は約２００程度と推定され、医療機関によっては少ない経験


の中で医療が行われている可能性があり、小児がん患者が必ずしも適切な医療


を受けられていないことが懸念されている。 


 


また、強力な治療による合併症に加え、成長発達期の治療により、治癒した


後も発育・発達障害、内分泌障害、臓器障害、性腺障害、高次脳機能障害、二


次がんなどの問題があり、診断後、長期にわたって日常生活や就学・就労に支


障を来すこともあるため、患者の教育や自立と患者を支える家族に向けた長期


的な支援や配慮が必要である。 


 


 さらに、現状を示すデータも限られ、治療や医療機関に関する情報が少なく、


心理社会的な問題への対応を含めた相談支援体制や、セカンドオピニオンの体


制も不十分である。 
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（取り組むべき施策）   


小児がん拠点病院（仮称）を指定し、専門家による集学的医療の提供（緩和


ケアを含む）、患者とその家族に対する心理社会的な支援、適切な療育・教育環


境の提供、小児がんに携わる医師等に対する研修の実施、セカンドオピニオン


の体制整備、患者とその家族、医療従事者に対する相談支援等の体制を整備す


る。  


 


小児がん拠点病院を整備したのち、小児がん拠点病院は、地域性も踏まえて、


患者が速やかに適切な治療が受けられるよう、地域の医療機関等との役割分担


と連携を進める。また、患者が、発育時期を可能な限り慣れ親しんだ地域に留


まり、他の子どもたちと同じ生活・教育環境の中で医療や支援を受けられるよ


うな環境を整備する。 


 


小児がん経験者が安心して暮らせるよう、地域の中で患者とその家族の不安


や治療による合併症、二次がんなどに対応できる長期フォローアップの体制と


ともに、小児がん経験者の自立に向けた心理社会的な支援についても検討する。 


 


小児がんに関する情報の集約・発信、診療実績などのデータベースの構築、


コールセンター等による相談支援、全国の小児がん関連施設に対する診療、連


携、臨床試験の支援等の機能を担う中核的な機関のあり方について検討し整備


を開始する。  


 


（個別目標） 


 小児がん患者とその家族が安心して適切な医療や支援を受けられるような環


境の整備を目指し、５年以内に、小児がん拠点病院を整備し、小児がんの中核


的な機関の整備を開始することを目標とする。 


 


８． がんの教育・普及啓発 


（現状）  


健康については子どもの頃から教育することが重要であり、学校でも健康の


保持増進と疾病の予防といった観点から、がんの予防も含めた健康教育に取り


組んでいる。しかし、がんそのものやがん患者に対する理解を深める教育は不


十分であると指摘されている。 


 


また、患者を含めた国民に対するがんの普及啓発は、例えば「がん検診５０％
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集中キャンペーン」の開催、国立がん研究センターや拠点病院等の医療機関を


中心とした情報提供や相談支援、民間を中心としたキャンペーン、患者支援、


がん検診の普及啓発や市民公開講座など様々な形で行われている。しかし、い


まだがん検診の受診率は２０％から３０％程度であるなどがんに対する正しい


理解が必ずしも進んでいない。 


 


さらに、職域でのがんの普及啓発、がん患者への理解、がんの薬が開発され


るまでの過程や治験に対する理解、様々な情報端末を通じて発信される情報に


よる混乱等新たなニーズや問題も明らかになりつつある。 


 


（取り組むべき施策） 


健康教育全体の中で「がん」教育をどのようにするべきか検討する。 


  


地域性を踏まえて、がん患者とその家族、がんの経験者、がん医療の専門家、


教育委員会をはじめとする教育関係者、国、地方公共団体等が協力して、対象


者ごとに指導内容・方法を工夫した「がん」教育の試行的取組や副読本の作成


を進めていくとともに、国は民間団体等によって実施されている教育活動を支


援する。 


 


 国民への普及啓発について、国や地方公共団体は引き続き、検診や緩和ケア


などの普及啓発活動を進めるとともに、民間団体によって実施されている普及


啓発活動を支援する。 


 


 患者とその家族に対しても、国や地方公共団体は引き続き、拠点病院等医療


機関の相談支援・情報提供機能を強化するとともに、民間団体によって実施さ


れている相談支援・情報提供活動を支援する。 


 


（個別目標） 


子どもに対しては、健康と命の大切さについて学び、自らの健康を適切に管


理し、がんに対する正しい知識とがん患者に対する正しい認識を持つよう教育


することを目指し、５年以内に、学校での教育のあり方を含め、健康教育全体


の中で「がん」教育をどのようにするべきか検討し、検討結果に基づく教育活


動の実施を目標とする。 


国民に対しては、がん予防や早期発見につながる行動変容を促し、自分や身


近な人ががんに罹患してもそれを正しく理解し、向かい合うため、がんの普及


啓発活動をさらに進めることを目標とする。 
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患者に対しては、がんを正しく理解し向き合うため、患者が自分の病状、治


療等を学ぶことのできる環境を整備する。患者の家族についても、患者の病状


を正しく理解し、患者の心の変化、患者を支える方法などに加え、患者の家族


自身も心身のケアが必要であることを学ぶことのできる環境を整備することを


目標とする。 


 


９． がん患者の就労を含めた社会的な問題 


（現状）  


毎年２０歳から６４歳までの約２２万人ががんに罹患し、約７万人ががんで


死亡している一方、がん医療の進歩とともに、日本の全がんの５年相対生存率


は５７％であり、がん患者・経験者の中にも長期生存し、社会で活躍している


者も多い。 


 


一方、がん患者・経験者とその家族の中には就労を含めた社会的な問題に直


面している者も多い。例えば、厚生労働省研究班によると、がんに罹患した勤


労者の３０％が依願退職し、４％が解雇されたと報告されている。こうしたこ


とから、就労可能ながん患者・経験者さえも、復職、継続就労、新規就労する


ことが困難な場合があると想定される。 


 


また、拠点病院の相談支援センターでも、就労、経済面、家族のサポートに


関することなど、医療のみならず社会的な問題に関する相談も多い。しかしな


がら、必ずしも相談員が就労に関する知識や情報を十分に持ち合わせていると


は限らず、適切な相談支援や情報提供が行われていないことが懸念される。 


 


（取り組むべき施策） 


がん以外の患者へも配慮しつつ、がん患者・経験者の就労に関するニーズや


課題を明らかにした上で、職場でのがんの正しい知識の普及、事業者・がん患


者やその家族・経験者に対する情報提供・相談支援体制のあり方等を検討し、


検討結果に基づいた取組を実施する。 


 


働くことが可能かつ働く意欲のあるがん患者が働けるよう、医療従事者、産


業医、事業者等との情報共有や連携の下、プライバシー保護にも配慮しつつ、


治療と職業生活の両立を支援するための仕組みについて検討し、検討結果に基


づき試行的取組を実施する。 


 


がん患者も含めた患者の長期的な経済負担の軽減策については、引き続き検
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討を進める。 


 


医療機関は、医療従事者にとって過度な業務負担とならないよう健康確保を


図った上で、患者が働きながら治療を受けられるように配慮するよう努めるこ


とが望ましい。 


 


事業者は、がん患者が働きながら治療や療養できる環境の整備、さらに家族


ががんになった場合でも働き続けられるような配慮に努めることが望ましい。


また、職場や採用選考時にがん患者・経験者が差別を受けることのないよう十


分に留意する必要がある。 


 


（個別目標） 


がん患者・経験者の就労に関するニーズや課題を３年以内に明らかにした上


で、国、地方公共団体、関係者等が協力して、がんやがん患者・経験者に対す


る理解を進め、がん患者・経験者とその家族等の仕事と治療の両立を支援する


ことを通じて、抱えている不安の軽減を図り、がんになっても安心して働き暮


らせる社会の構築を目標とする。 


 


第５ がん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 


 


１． 関係者等の連携協力の更なる強化 


 


がん対策の推進に当たっては、国、地方公共団体と関係者等が、適切な役割


分担の下、相互の連携を図りつつ一体となって努力していくことが重要である。 


 


２． 都道府県による都道府県計画の策定  


 


都道府県では、基本計画を基本として、平成２５（２０１３）年度からの新


たな医療計画等との調和を図り、がん患者に対するがん医療の提供の状況等を


踏まえ、地域の特性に応じた自主的かつ主体的な施策も盛り込みつつ、なるべ


く早期に「都道府県がん対策推進計画」（以下「都道府県計画」という。）の見


直しを行うことが望ましい。 


なお、見直しの際には、都道府県のがん対策推進協議会等へのがん患者等の


参画をはじめとして、関係者等の意見の把握に努め、がん対策の課題を抽出し、


その解決に向けた目標の設定及び施策の明示、進捗状況の評価等を実施し、必


要があるときは、都道府県計画を変更するように努める。また、国は、都道府
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県のがん対策の状況を定期的に把握し、都道府県間の情報共有等の促進を行う。 


 都道府県計画の作成に当たって、国は、都道府県計画の作成の手法等の重要


な技術的事項を助言し、都道府県はこれを踏まえて作成するよう努める。 


 


３． 関係者等の意見の把握 


 


がん対策を実効あるものとして総合的に展開していくため、国と地方公共団


体は、関係者等の意見の把握に努め、がん対策に反映させていくことが極めて


重要である。 


 


４． がん患者を含めた国民等の努力 


 


がん対策は、がん患者を含めた国民を中心として展開されるものであるが、


がん患者を含めた国民は、その恩恵を受けるだけでなく、主体的かつ積極的に


活動する必要がある。また、企業等には、国民のがん予防行動を推進するため


の積極的な支援・協力が望まれる。 


なお、がん患者を含めた国民には、基本法第６条のとおり、がんに関する正


しい知識を持ち、がんの予防に必要な注意を払い、必要に応じがん検診を受け


るよう努めることの他、少なくとも以下の努力が望まれる。  


 


  がん医療はがん患者やその家族と医療従事者とのより良い人間関係を


基盤として成り立っていることを踏まえ、医療従事者のみならず、がん患


者やその家族も医療従事者との信頼関係を構築することができるよう努


めること。 


 


  がん患者が適切な医療を受けるためには、セカンドオピニオンに関する


情報の提示等を含むがんに関する十分な説明、相談支援と情報提供等が重


要であるが、がん患者やその家族も病態や治療内容等について理解するよ


う努めること。 


 


  がん患者を含めた国民の視点に立ったがん対策を実現するため、がん患


者を含めた国民や患者団体も、国、地方公共団体、関係者等と協力し、都


道府県のがん対策推進協議会等のがん対策を議論し決定する過程に参加


し、がん医療やがん患者とその家族に対する支援を向上させるという自覚


を持って活動するよう努めること。 
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  治験を含む臨床試験を円滑に実行するためには、がん患者の協力が不可


欠であり、理解を得るための普及啓発は重要であるが、がん患者を含めた


国民も、がんに関する治験と臨床試験の意義を理解するよう努めること。 


 


５． 必要な財政措置の実施と予算の効率化・重点化 


 


基本計画による取組を総合的かつ計画的に推進し、全体目標を達成するため


には、がん対策を推進する体制を適切に評価するようなきめ細やかな措置を講


じるなど、各取組の着実な実施に向け必要な財政措置を行っていくことが重要


である。 


 


一方で、近年の厳しい財政事情の下では、限られた予算を最大限有効に活用


することにより、がん対策による成果を収めていくという視点が必要となる。 


  


このため、より効率的に予算の活用を図る観点から、選択と集中の強化、各


施策の重複排除と関係府省間の連携強化を図るとともに、官民の役割と費用負


担の分担を図る。  


 


６． 目標の達成状況の把握とがん対策を評価する指標の策定 


  


基本計画に定める目標については、適時、その達成状況について調査を行い、


その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表する。また、が


ん対策の評価に資する、医療やサービスの質も含めた分かりやすい指標の策定


について必要な検討を行い、施策の進捗管理と必要な見直しを行う。 


 


 なお、国は基本計画に基づくがん対策の進捗状況について３年を目途に中間


評価を行う。この際、個々の取り組むべき施策が個別目標の達成に向けてどれ


だけの効果をもたらしているか、また、施策全体として効果を発揮しているか


という観点から評価を行い、その評価結果を踏まえ、課題を抽出し、必要に応


じて施策に反映する。また、協議会は、がん対策の進捗状況を適宜把握し、施


策の推進に資するよう必要な提言を行うとともに、必要に応じて専門委員会等


の積極的な活用を行うこととする。 
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７． 基本計画の見直し 


 


基本法第９条第７項では、「政府は、がん医療に関する状況の変化を勘案し、


及びがん対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも５年ごとに、基本計画


に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない」


と定められている。計画期間が終了する前であっても、がんに関する状況の変


化、がん対策の進捗状況と評価を踏まえ、必要があるときは、これを変更する。 





